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開会 午前１０時００分 

◎開会宣告 

 

○議長（波岡玄智君） 前日に引き続き会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１ 会議録署名議員は、前日同様であります。 

 

◎日程第２ 議案第２７号平成２４年度浜中町一般会計予算 

 

○議長（波岡玄智君）日程第２ 議案第２７号歳出第３款民生費の質疑を続けます。 

 ６番中山議員。 

○６番（中山真一君） 簡単な事ですけれども、ちょっとお尋ねをさせていただきます。

１０５ページ、常設保育所運営に要する経費及び、１０１ページ、へき地保育所運営に

要する経費に関連しまして質問させていただきます。 

以前、私保育所の問題で、保育所の絵本のお話をさせていただいた事がございますが、

それは消耗品費で対応するという事でございましたけれども、その後、保育所の絵本の

購入というのは、毎年どのくらいあるものなのか教えていただきたい。そして、各保育

所とも、そういう絵本というのは充実されているのかどうか。絵本の使い方、その辺は

やはり保育所といえども、幼児教育の為に必要だと思いますので、その辺の運用の仕方

についてもお尋ねさせていただきます。 

それから、これは保育所に限らずですけれども、例えばストーブだとかボイラー、そ

ういう色んな機具があるかと思いますが、その辺に対して、定期的に分解清掃するとか、

そういう保守点検のマニュアルというのは、あるのかどうか。そして、それは実施され

ているのかどうか。その辺について、お尋ねをさせていただきたいと思います。特に絵
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本の関係等につきましては、実践されています保育士の主幹の意見も聞きたいと思いま

すので、よろしくお願い致します。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課主幹。 

○福祉保健課主幹（山口ひとみ君） 絵本の質問についてお答えいたします。絵本は各

保育所、金額については様々ですが、毎月、又は定期的に購入しています。活用としま

しては、午睡前とか、お帰りの前とか、動いた後のちょっと休憩等の時に、読み聞かせ

を行ったりしています。ストーブ等の定期点検ですけれども、ストーブは計画的に、分

解清掃を行ったりして点検しています。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 中山議員。 

○６番（中山真一君） 各保育所とも絵本は充実し、それなりの使い方をしているとい

う答弁でございましたけれども、私、以前にも申し上げた事があるかと思いますが、幼

児の居る所で、幼児が大きくなってきて、その家に絵本があるけれども、保育所等に寄

与してもらったら如何かという話をさせていただいた事がございますが、そういう事と

いうのは、各保育所ともされて来ているのかどうか。その辺につきましても、お尋ねを

させていただきます。 

それからストーブ等、定期的にやっているという今の答弁でございましたけれども、

これは保育所に限らず、例えば町内会館だとか、色んなとこありますけれども、総体的

に、町の管理しているところに対するマニュアルというのはあるのかどうか。その辺も、

お尋ねさせていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課主幹。 

○福祉保健課主幹（山口ひとみ君） 今、議員さんがおっしゃいましたように、各家庭

に眠っている絵本とかの活用というか、寄附の事で、ちょっと記憶が定かではないです

が、こちらから声を掛けた事もあったのではと思っているのですが、昨年も卒園してい

った、お子さんの家庭からとか、小学校に居る子供が大きくなりましたので、という家

庭から頂いたりして、何箇所かの保育所では、そういうのを活用させていただいている

事はあります。 

もう一点、文化センターの図書館からも絵本を、３０冊まではいかないですけれども、

借りまして、それを各保育所に、霧多布から散布に回したり、散布から茶内にと各保育

所２つ半くらいに分かれて、回覧して活用させていただいてもおります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 
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○総務課長（上田幸作君） 保育所に限らず、各地区の会館だとか、公の集会施設等を

所管している総務課の方から、ストーブの関係で、お答えいたします。 

大きい暖房設備と言われる例えば、漁村センターとか、コミュニティーセンター等に

つきましては、業者さんに委託いたしまして、保守点検、整備というのは毎年行ってお

りますが、いわゆる地区の会館の壁に付けているようなストーブにつきまして、保守点

検のマニュアルはあるのかという事ですけれども、特にマニュアルは用意しておりませ

ん。 

本来、１年に１回くらいずつ分解・整備をすれば良いのですけれども、実は、地区の

会館等につきましては、行っていないというのが実態で、ただ、故障・不調の場合は、

即対応しております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 中山議員。 

○６番（中山真一君） 今御答弁いただきましたが、念の為、お尋ねします。常設保育

所１ヵ所、霧多布でもいいです。絵本というのは、何冊くらい常備あるのか。 

例えば、茶内ですと園児何人に対して、絵本が何冊、図書館から回って行く以外の物

で、どのくらいのものがあるのか。 

それから、各保育所に、野外にある運動工具とありますね。この辺の保守点検という

のは、どのようにされているのか。万が一、よく新聞等に出ていますけれども、その用

具が古くなって怪我をさせたとかという事に対する、浜中町としてのケアーは、どのよ

うにされているのか、お尋ねをさせていただきます。 

それから、先程町の管理としてマニュアルはなく、故障した都度という事ですけれど

も、そういうものというのは、定期的に検査点検をする、そして分解し処理する事によ

って、長持ちするのではないかなと思うのですけれども、その点、故障したら直してい

くという事だけで良いのかどうか。その辺の、お考えもお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課主幹。 

○福祉保健課主幹（山口ひとみ君） 保育所の児童数と絵本の数ですけれども、茶内保

育所の場合は、現在４０名ぐらいで、絵本の数は数えた事が無いのですが、何百冊もあ

ります。 

そして、各部屋にも年齢に合わせた絵本を置いて、子供が自ら取れるような環境にな

っていまして、霧多布も６３名程いますが、絵本も本当に数えきれない程あります。へ
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き地保育所も自由に取れる場所に絵本を置いて、いつでも子供が手に取って見られるよ

うな環境になっています。 

運動遊具の管理ですが、保育所では２ヵ月に１回、または毎月保育所の内外、保育所

の回り、それと遊具の点検を保育士自らが行っています。そこで異常が見られた場合に、

業者さん等にお願いして、修繕していただいたり、危ない物は撤去していただいたりと

いう形を取っております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 大きい暖房機というものは、定期点検をしておりますけれ

ども、小さい壁に据え付けているようなストーブ関係につきましては、議員おっしゃる

とおり年に１回程度、例えば冬が来る前に分解・清掃点検する事が、長持ちにも繋がる

のではないかという御意見ですけれども、確かに、そのとおりでございまして、今まで

やってきてなかった訳ですけれども、今後、ちょっと検討して行きたいなというふうに、

ただ予算の関係もございますので、その辺も含めて、検討して行かなければならないと

考えておりますので、御了解をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 次に、第４款、衛生費の質疑を行います。 

１０番加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） ３点お願いしたいと思います。１３１ページの最終処分場、

管理運営に関する経費のところで、１３３ページの工事請負費６，０３７万５，０００

円について質問したいと思います。 

これは、最終処分場から排出される浸出水の処理で下水道管に繋ぐものだというふう

に理解しているのですけれども、今年中に実現できるものなのかどうか。 

２点目ですけれども、処分場に投入している可燃物は殆ど根室の焼却場の方に運んで

いると思うのですが、燃えないものについて、まだ利用していると思うのですが、この

３年間では、年間何トンくらい投入されているのか。 

それから今後、処分場がいっぱいになるまで、何トンほど投入できるものなのかとい

う事で、１点目質問したいと思います。２点目ですが、１３７ページの衛生センターの

改修工事費が２，４８８万５，０００円と出ていますけれども、この工事の内容は、ど

うなっているのかという事で、説明願いたいと思います。 
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以上よろしくお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 最初に最終処分場にかかわるご質問にお答えをいたします。 

この工事請負費につきましては、最終処分場の浸出水を衛生センターまで運んで、衛

生センターの、し尿の希釈に使いたいということの為の工事でございまして、本年度中

に実施致しまして、２５年４月１日には下水道の方へ繋ぎたいと思っております。 

それから、処分場の年間の廃棄物の堆積量でございますけれども、概ね６００立米前

後というふうに捉えております。今後、どのくらい投入できるのかという事でございま

すけれども、今のところ浸出水といいますか、処理が十分でない為に、昨年も現場を見

ていただいたとおり、水が溜まっている状況で、はっきりとした数字はまだ掴めない訳

でございますけれども、今のところ後１０年くらいは、何とか使えるのではないかと見

ております。 

それから、衛生センターの１３７ページですが、衛生センターの工事請負費の関係で

ございますけれども、この工事につきましては、衛生センターのし尿を液体とし渣、い

わゆる紙等を分離して、その液体を最終処分場からの浸出水を希釈して、下水道に流す

為の配管改修及び、不要なボイラー等の機器を撤去するものでございます。具体的に説

明しづらいのですけれども、いわゆる前処理という、し尿を浄化するのでなくて前処理、

先ほど言いましたように、し尿を液体とし渣に分離して、そのものを下水道に繋ぐ為の、

ルート変更に伴う配管の変更、あるいはその為に邪魔になる機器の撤去、それらの工事

でございます。 

浄化槽で、受入槽あるいは貯留槽の上屋に設置されているボイラー及び、付属機器と

不要な配管を撤去いたします。必要な部分の配管を改造し、既設浄化槽汚泥移送ポンプ、

浄化槽汚泥投入ポンプの送水先を浄化槽汚泥貯留槽下水マンホールに変更という、これ

はルート変更ですね。それから既設浄化槽汚泥移送ポンプ、希釈水ポンプ浄化槽汚泥投

入ポンプを、し尿移送ポンプとして再活用するという事で、既設の浄化槽で受入槽を希

釈水貯留槽に、既設の浄化槽で、貯留槽を希釈槽として流用する為、衛生センター地下

の配管を改造して、予備貯留槽の送水先を希釈槽に変更する。 

それから、最終処分場からの希釈水送水流量計が、下水マンホールの送水流量計を新

設します。それで、し尿投入流量計の取り付け位置を変更して更新する。一口で言って

もなかなか分かりづらいと思いますけれども、このような工事をする為のものでござい
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ます。最初に言ったのが分かり易いという指摘がありましたので、もう一度、最初に言

った事を申し上げますけれども、いわゆる衛生センターのし尿は、施設で浄化するので

はなくて下水道に繋げたいと、その為には、し尿そのものを下水道に繋ぐ訳にはいかな

いので、最終処分場の浸出水を、そこまで運んできて希釈して、それを下水道に流す為

の、配管改修等をするという事でございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） よろしいですか。加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） 色々と難しい事を言われたので、何処まで話が進んだのか分

からなかったですね。 

１点目の、最終処分場の改修工事の事について質問しましたところ、後ろの方の衛生

センターの所でも連動している工事だということで解りました。それで、今年中に出来

るという事ですけれども、そうやって出来る事によって、分かりやすく言えば、今回の

最終処分場管理運営に関する経費という所で１３番の委託料、これらは来年度からは、

事業費として無くなるというふうに見て良いのかなという事ですね。もうセンターの方

で、それは処理出来るという事から、来年度の最終処分場の経費というのは、今回の経

費と何処が残るのかという事を説明していただければ解るかなと思います。 

それから、最終処分場の将来について、後どのくらい埋め立て出来るのかという事に

ついて聞きましたところ、１年間に６００立方メートルかな。６００立米というのでト

ン数にしてどのくらいになるのか、ちょっと解らないですけれど、私考えた事は、今東

北の瓦礫の処理で、とても向こうが困っているというのがありますよね。国でも全国で

受入れてくれというのが、昨日あたり発信されたようですし、該当する町村でも大変困

っているので、何とか瓦礫の投入というお手伝い出来ないかなと。私も、あそこの現地

に２度程行ってきましたけれども、瓦礫は１回目行った時には、ごっちゃになっていま

したけれども、２回目に行った時には分別最中でした。土砂、コンクリート、コンクリ

ートの塊の山、それから燃える物ですね。焼却して処分出来る物と、分かれて置くよう

になっていました。それから機械類、船、車の山とか、殆ど山田町でしたけれども、分

別されている状態だったので、運んで来る気になったら運びやすいという事もあります。 

ただ今日のテレビで、静岡県の町か市か忘れましたけれども、そこに５トン程、運ぶ

約束があって、そこは焼却炉で燃やすという話でしたけれども、試験的にセシウムが出

るかどうかというのを調べて、それで納得してもらうという事ですけれども、ただ、そ

ういう原発から離れていても、セシウムが心配だという事で、議会は了承したけれども、
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町民が中々了承していないという事が報道されていましたけれども、我が町でも、そう

いう手助けは出来ないのかなと、最終処分場が５０万トンあるうちの５，０００トンく

らいでもお手伝い出来ればいいのかなと、ちょっと考えたのですけれども、その辺はど

う考えているのでしょうか。 

それから、１３７ページのところですが、この浸出水の前処理について、私は前段の

答弁で思った事は、最終処分場で管に通す前に、そこで処分すると。処理をして紙とか、

そういう物を処理して流すのかなと思ったのですが、後半聞いたらセンターまで運んで、

センターで処理をすると言うように聞こえたのですが、それでは、そこまでタンクを持

っていって処理するのか、そうすると管を付ける必要が無くなるんですね。その辺のと

ころを、もう少し分かり易く説明してもらいたいなと思います。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 最初にこの工事をする事によって、２５年度の予算がどの

ようになるのかという、ご質問だったと思いますけれども、まず最終処分場の関係でご

ざいますけれども、今まで浸出水の浄化にかかわって使っておりました薬品代、これが

無くなります。それから水道料も若干減りますし、電気料も安くなります。当然、燃料

代等も安くなります。運転委託料ですけれども、まだ施設は残りますので、それの管理

運営は残って参りますが当然、金額は安くなると思います。トータルいたしまして概算

で８６０万円程安くなるだろうと。 

それと、これに絡みまして衛生センターの方でございますけれども、衛生センターの

方も今まで、し尿を分離浄化するというか、それらの作業が無くなりますので、それら

にかかわる薬品代、それから水道、電気料、運転委託料につきましても、今までの業務

に比べると前処理だけという事で、相当業務内容が変わって参りますので、委託料も安

くなり全部で大体２，３００万円程度を見込んでおります。それで合計３，１６０万円

程ということで見ておりますけれども、あと下水道料金は協議していないものですから、

どの程度掛かるか分かりませんけれども、それが若干掛かっております。 

ただ、今まで掛かっていた機械の修繕料、それらのものが逆に掛からなくなったとい

うような事で、現在、削減効果は、そのように見込んでおります。それから、最終処分

場の東北の瓦礫を受入れる事が出来ないかというご質問ですけれども、ただ今の、工事

にもかかわる事でございますけれども、東北の瓦礫につきましては、可燃物については、

照会がございましたけれども、不燃物についての照会は今の所ございません。 
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それで、受入がどうかという事でございますけれども、最終処分場の延命を図りたい

ということで、このような浸出水を下水道に繋いだりして、あるいは、ごみの分別を徹

底する事によって、埋め立てるごみを減らす、そのような努力をしている最中でござい

ますので、町の施設では今の所、受入られるような状況にはないのかなと思っておりま

す。 

また、放射線汚染の問題もございます。例え運ばれて来る物が汚染されていない、あ

るいは基準値以下であったとしても、一次産業の町であります我が町にとって、風評被

害等も懸念されますので、今の所、受入という事は考えておりません。衛生センターの

最終処分場の浸出水を浄化する為の工事ではなくて、最終処分場の浸出水は、そのまま

衛生センターまで運ぶ為の工事でございます。衛生センターにおいて、運ばれて来たし

尿を水分とし渣、紙類等分離して、その分離したし尿に最終処分場の浸出水を、そのま

ま混ぜるという事で、最終処分場の浸出水を浄化する為のものではございません。そう

いう事で御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） ４番菊地議員。 

○４番（菊地哲夫君） ２点程お願いいたします。 

最初に１２３ページ、地域水道管理に要する経費の中で、姉別農業用水道管理委託料

となっておりますけれども、姉別だけの水道管理なのか、他にまだあるのかをお聞きし

たいと思います。 

それと、１１１ページの備品購入費の中の、災害救助用備品購入というところでござ

いますけれども、これは防災対策費の中に入るかと思います。それから、一般質問で色々

と出てきておりましたけれども、他の課にも出てきておりますけれども、関連している

ので内容を聞きたいと思います。一般質問の答弁の中で、消耗品にはストーブ、それか

ら発電機だとか、全体で４３０万円ほどの予算を組んでいるというようなお話を聞きま

したけれども、それをその後、備品を避難所の所に装備するのか。また改めて聞きます

けれども、例えば、水とか毛布とかとあると思いますけれども、そういう備蓄品を、ど

のくらい備蓄しているのか。まず聞きたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（酒井俊一君） １２５ページの委託料でございますけれども、姉別地

区のみの検針の委託料でございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課主幹。 
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○福祉保健課主幹（伊藤敦子君） １１１ページの災害救助用備品購入について、お答

えいたします。災害救助用の備品購入費の他に、需用費の消耗品費の２８万８，０００

円と医薬材料費の２２万１，０００円が、災害用に今回予算を計上させていただいてお

ります。 

消耗品の内容でありますけれども、粉ミルク用の水や、乳児用の紙おむつ、介護の必

要な方の大人用の紙おむつ等です。 

あと、医薬材料費としましは、保健師が避難所を巡回して回りますので、その為の救

急箱でありますとか、医薬品で２０人用の救急箱セットで５個という事になっておりま

す。備品購入費ですけれども、災害支援の為の担架でありますかと、保健師だとか職員

が持って歩きますメガホンだとか、今回その他、保健衛生に要する経費で予算計上をさ

せていただきましたのは、主に災害の救助用の物品でありますとか、福祉保健課で避難

した方に緊急的に必要であると思われる物品について、予算を計上させていただいてお

ります。 

○議長（波岡玄智君） 菊地議員。 

○４番（菊地哲夫君） 最初の水道は、姉別だけという事でしたけれども、他の所には

この水道はみんな一つとなって、姉別だけやっているという事ですか。この制度は、他

には無いという事ですか。姉別だけの水道だと思うのですが、環境保全型かんがい排水

事業で、水道は繋げるようになっていると思うのですけれど、その辺も、ちょっと聞き

たいのですが、１０数年前は、この浜中の水は酷かったという事ですけれども、雨水は

凄くきれいだったという事で、管理しているという事ですけれども、今は何戸くらいで

やっているのか。元は市街の方々も利用していたという事もあるのですけれども、何戸

くらいでやっているか。この辺も聞きたいと思います。 

それから、消耗品の備品の関係は分かりましたけれども、これは何処に備蓄したいの

か、お聞きしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課主幹。 

○福祉保健課主幹（伊藤敦子君） 災害救助の為に福祉保健課が拠点としておりますの

は老人福祉センターであります。老人福祉センターに職員も集合する事になりますので、

老人福祉センターに備蓄したいと思っています。ただ紙おむつ各家庭で必要になるかと

思われますので防災担当の総務課と協議中であります。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 
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○建設水道課長（酒井俊一君） 緑栄地区の１０戸にかかる分でございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 菊地議員。 

○４番（菊地哲夫君） １０戸だけだと思いますが、それは町の水道に繋がっているの

は分かったのですけれども、町の水道というのは環境保全型かんがい排水事業であって、

管で繋げると思うのですけれども、そこの方で利用出来ないかなと思うのですが、これ

は７００万円という管理費が掛かっているので、その辺どうなのかなと、地元の１０戸

でそれだけ掛かっているという事ですけれども、よく中身は分からないので、聞いてみ

たのですけれども、答弁をお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（酒井俊一君） 配管は繋がっていますので、地域の方から要望があれ

ば対応できる事になります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） ただ今の姉別地域水道の関係でございますけれども、環境

保全型かんがい排水事業でご案内のとおり整備しておりますけれども、あくまでも姉別

の配水池、あそこに地域水道に繋がる管がありまして、実際には接続されています。バ

ルブ操作で、地域水道の水に不足が生じた場合に、バルブを開いて水を供給すると。そ

れ以外は、地域水道で全て賄っております。そういう事で御理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（波岡玄智君） 特別許します。 

菊地議員。 

○４番（菊地哲夫君） それは分かるのですけれども、これだけの管理費が掛かるから、

今、水の質というのは全部良くなったんですよね。だからそれを繋げると、これからの

管理費は下がるのではないかなと思うのですよ。 

だから、それを地域の人に言って出来ればそうなった方が、経費削減になると思うの

ですが。その辺どうなのか。お願いします。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（酒井俊一君） 町としましては、その用意がありますけれども、緑栄

地区の会長さんは、まだまだ使いたいと言っているので、そういう事にしております。  

以上です。 

○議長（波岡玄智君） ８番竹内議員。 
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○８番（竹内健児君） １１３ページの狂犬病予防用備品購入、これはどういうものな

のか。御説明願います。 

それから、１２７ページの放射線量測定機器の購入５７万円、これは確か、飲料水だ

とか、牛乳だとかの放射性物質の測定値、これが大きく変わっているということが起き

てきているので、飲料水、乳児用の食品、牛乳あるいは肉だとか魚だとか卵だとか、そ

の他一般食ですね。これが大きく変わっているという状況の中で、これは非常に大切だ

と思いますけれども、放射能機能検査の測定器というのは、ピンからキリまであるよう

ですね。高いのは何百万円もする。どういう目的で何処において、どういうふうに使う

のかという事を分かれば教えていただきたい。 

それから、１３３ページの最終処分場改修工事については、１０番議員から色々お話

をされて質問があったのですが、大体の状況は、今のお話の中で呑み込めたのですが、

要するに最終処分場の最後の処理水、これは検査をして一応クリアーしたという事で、

衛生センターの希釈水に使えるという判断をされたと思うのですが、検査結果が分かれ

ば、お知らせ願いたいと思います。特に、重金属類の検査の結果がどうだったという事

が知りたい訳であります。 

それから１３７ページの所ですが、衛生センターの希釈水を持って来て、それから衛

生センターで糞尿の分離をして、下水道に流すという事が、さっきの説明で言われまし

た。この前処置が必要な訳が分からないのですけれども、今の状態では、幾ら希釈して

も、処理をして下水道に繋がらなければ、用を達しないという事なのかどうか。そこの

当たりが良く分からないのですが、前措置が必要な訳について、お答え願いたいと思い

ます。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 狂犬病予防に要する経費の備品購入でございますけれども、

これはドックホルダーという物の購入でございまして、予防注射の接種時に、ここ２年

ほど獣医さんが犬に噛まれるという事件が発生いたしまして、この度、獣医師会の方か

らも強い要望がございました。接種時に暴れるような犬を何とかして欲しいと。 

その為には、Ｕ字型の犬を挟み込んで、犬の動きを制御するというような物でござい

ますけれども、そのような要望がございましたので、この度、予算要求させていただい

たものでございます。 

それから放射線測定器でございます。確かに、ピンからキリまであります。購入しよ
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うとしておりますのは、予算は５７万円見ておりますけれども、空気中の放射線を測定

する物でございます。漂着物に対しての放射線量の測定は基より、町内の何ヵ所かの通

常時の放射線を、それを年何回か測定しまして、異常時といいますか、何か発生した時

の為の、比較するデータとして取っておきたいという事で、この度予算要求させていた

だいたものでございます。 

それから、最終処分場の水質検査につきましては、毎年行っております。それで毎年

の結果につきましては、町の広報でお知らせしておりますけれども、全て基準値をクリ

アーしているということでございます。 

それから、重金属に関しましても、検査結果としては測定出ておりません。それから

衛生センターのし尿を、何故そのまま下水道に繋ぐ事が出来ないかという事でございま

すけれども、し尿につきましては、色々なものが混ざって運ばれてくる訳でございまし

て、下水道と違い便槽に入っている、衛生用品だとか、そのような色んなものが混ざっ

て参りますので、そのまま下水道に流すという訳にはいきませんので、衛生センターで

前処理いわゆる、し尿等そういう紙等の混ざっているものを分けるという、そういう作

業が必要になっている訳でございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番（竹内健児君） ドックホルダーという事で、これは獣医師会から要請があって、

私も要請に行ったのですが、予算を付けていただいてありがとうございます。 

次の、放射線量の測定器ですが、これは極めて曖昧な部分があると思うのですが、空

気中の放射線を測定するものだという事で、これはヨウ素だとかセシウムだとか、色々

測定の放射線あるのですが、これは何を重点にしてセシウムなのか、あるいはヨウ素な

のか、その点はどうでしょうか。他の比較するデータとして、という事でありますけれ

ども、今はやっぱり放射線の問題という事が、非常に色んな問題が起きているという状

況があるのです。各自治体で、食品に対するやっぱり不安がある。今原発事故で起きて

いる現象というのは、空気中だけではなくて、海水も危ないんだということが、盛んに

言われているのです。 

例えば、魚介類もこの測定をせざるを得ないような事態が生じてくるのではないかと。

今すぐという事ではないかも知れませんけれども、そういう事態も想定するという事に

なりますと、当然、安全な食品を提供するという事になれば、この測定器というのは、

精度の高いものでなくてはいけないと思うのですけれども、特に、これだけ食べ物の安
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全基準値が下がってきているという状況の中でも、尚更、ちゃんとした測定が出来るも

のではなくてはならないと思うのです。釧路・帯広でも５７０～８０万円の機器を入れ

ると。一定の空気が流動しないような所で使うと、これは食品の場合ですけれども。こ

れは今お聞きすると空気中の放射線を押さえると理解しますけれども、新たな基準値以

下を検出できるような器具でないと、用を足さないと思うのですけれども、そこの辺り

は、どういうふうに考えておられるのか、お聞きしたい。 

あまり時間を掛けないで測定する事が大切だろうし、測定する場合の技師ですね、必

要なのかと。そんな事やっていたら大変なので技師の資格が無くても、検査出来るとい

う事が多分行われているんじゃないかと思うのですけれども、そういう点について分か

ればお答え願いたいと思います。 

それから、最終処分場の関係ですけれども、値はクリアーしていると、重金属も問題

ないと言う事なので、最終処分場については、毎年この最終処分水は検査されていると

いう前提だと思うのですが、これからも、それを続けて問題がなければ、衛生センター

の方に供給するという事で宜しいのかということ。 

それから衛生センターでは、現在、家庭用も持っていき、それを最終処理場に持って

行くという形になっているかと思うのですが、その場合は、分離は必要ないと。それと

も別なところに置いて、処分しているという事になりますか。衛生センターで処分して

最後どうするのですか。処分するのに。まだ残っている訳でしょ。菌だとか何かを入れ

て発酵させてという事になるのでしょうけれども、その水を何処かに持って行くと、処

分水を持っていくという形にはなっていないんですか。その辺が、ちょっと良く分から

ないですね。そうであれば分離の必要はなくて、下水道に繋げれるんじゃないかと思う

のですが、最終処分場の値は、処理水がクリアすれば出来るんじゃないかと思うのです

が、衛生センターの処分水が、どういうふうになっているんですか。 

○議長（波岡玄智君） 質問の内容分かりましたか。 

町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 最初に放射線の測定の関係でございますけれども、今購入

しようとしておりますのは、漂着物を注視した物の放射線量の測定という事でございま

す。それと空気中の放射線量の測定という事で、それと合わせまして、各町内会の空気

中の放射線量も計りたいという事であります。購入しようとしている機械は、ヨウ素を

測定するという事になっております。 
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それと、衛生センターの現在のし尿の最終的な浄化した後の処分水は、現在は河川の

方に流しております。それを衛生センターで処理をしないで、下水道へ繋ぎたいという

事で、その為には、し尿に混ざっている異物、紙や衛生用品だとかありますので、それ

らを撤去する為に、前処理というその部分だけ衛生センターでして、その残ったし尿を

最終処分場から運んできます。浸出水で希釈して下水道へ流すというような事でござい

ます。この後は衛生センターから、最終的な処分水は全く出ないという事になります。

以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番（竹内健児君） 大体、呑み込めました。さっき聞いたのは、そうやればセンタ

ーでやる事が少なくなると、経費の削減だと言う事ですね。そうであれば、どのくらい

削減になるかというのは、さっきのお話の中で答弁済ですから。いずれにしても、その

問題については、大体呑み込めました。 

放射線量の測定器具の問題では、ヨウ素を測定するという事になっているようですが、

ヨウ素に換算して測定という意味なのは、ヨウ素そのもの自体は、８日間で半減期を迎

えるという事になる訳ですね。そうしますと、どういう事かなと。今、やっぱりセシウ

ムの問題やストロンチウムの問題だとか出ている訳ですよね。そういう点では、ちょっ

と良く理解できないのですけれども、それで良いのかなと。 

それともう１つは、将来的にと言ったらおかしいですけど、もうちょっと今の状況に

あった測定器を買うと、あるいは備えるというような考え方はないのかどうか。特に、

私は給食センターなんかでは、あるいは魚市場なんかで漁組に、そういう機械を置いて

大丈夫だよと。浜中の食べ物は大丈夫だよ、という事が出来るかどうかという事です。 

そういう点では、私は早急にその事を備え、JA でも備えて貸し与えるという事が出

来るかどうかという事を、最後に聞きたかった。それはどうですか。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 申し訳ありません。詳しい事は承知しておりませんので、

空気中の放射線量の測定という事で、この度、予算要求をさせていただいておりまして、

何を計るだというような事は、調べておりませんでした。 

ただ言える事は、毎日新聞に出ておりますけれども、全国の空気中の放射線量測定数

値出ておりますけれども、それが北海道でいけば、釧路市で計っておりますけれども、

その北海道で使用している機械と同じ物で、購入させていただきたいという事でござい
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ます。この機械につきましては、勿論毎日使う訳でございませんので、町民の方の希望

があれば、いつでも貸し出したいと思っております。訂正させていただきます。先ほど

ヨウ素と言いましたけれども、セシウムの誤りです。申し訳ございません。 

○議長（波岡玄智君） 宜しいですか。答弁を希望される方どうぞ。 

もう少しはっきり、きちんと答弁してください。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） 議員先程、食品と水産物というお話をされました。水産物

につきましては、以前の一般質問でもお答えをしていると思うのですけれども、国及び

道において、関係機関が水産物の調査、検査やってございます。 

以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） この程度の値段の器具で用は足りますかという事です。 

その辺をどうぞ。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 色々、質問と答弁と繰り返していますけれども、竹内議員

さんの質問にあります測定器、これは環境を測定する機械です。 

ですから、食品については、食品と空気が触れた場合の付着物は検査できます。中身

までは出来ません。竹内議員さんがおっしゃっている食品の基準を調べるとすれば、お

そらく、これの数倍する機械を設置しなければ、測定不可能です。漁業もそうですし、

農業関係もそうですけれども、それぞれ関係機関で取りあえず検査をしておりますので、

今市場に出ている食品については、全て基準をクリアーしたもので、そのように理解を

しているところであります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ３番鈴木議員。 

○３番（鈴木敏文君） １点お願いします。 

１２９ページの、その他清掃に要する経費で印刷製本費、ごみ証紙ですかね。この印

刷代２７５万８，０００円、それと関連する収入証紙売捌手数料６４万９，０００円、

この２つの数字はやはり、ごみの分別が進むと増えて来るんだろうなと思いますけれど

も、分別が始まって相当年月が経ちますので、そろそろ飽和状態でもあるのかなという

事で、この数字の推移を分かれば教えていただきたいと思います。増えているのか、減

っているのか、横ばいなのかという事も含めてです。それと分別状況ですね。関連して、

ごみの不法投棄も聞いておきたいと思いますけれども、今は根雪になっているので、分
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かりづらいと思いますけれども、雪が降る前に、ごみの不法投棄の状況は、どういうふ

うになっていたのか。分かれば教えていただきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 最初に、収入証紙の関係のご質問にお答えいたします。 

収入証紙の年間の売り払い状況でございますけれども、燃えるごみ２０リットルで、

大体ここ３年、４万９，０００枚台で推移しております。燃えるごみの４０リットルで

いけば、それもここ３年で９万３，０００～９万６，０００枚、燃えないごみ２０リッ

トルが、これは２０年度７，０００枚ほど、２１年も７，０００枚ほどですけれども、

２２年は若干減って５，０００枚程となっております。燃えないごみの４０リットルが

大体４，０００～５，０００枚、それから粗大ごみの処理件が５００～６００枚そのよ

うな数字でおります。 

ごみの不法投棄にかかわる御質問でございますが、２３年度におきましては、今のと

ころ７件、１９２キロという事で、２２年度におきましては１２件の１，２４７キロ、

大幅に減っている状況でございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木敏文君） 今の課長の答弁ですと、燃えるごみは概ね横ばいと、それで燃

えないごみの２０リットルが減ったと。減ったということは、これはどうでしょうか。

不法投棄が増えたという事に繋がるかも分かりませんけれども、その辺の認識はどうで

しょうか。 

それで不法投棄が、７件で減ったという事ですよね。昨年地デジ化でテレビの不法投

棄による問題がありましたけれども、その年に減ったというのが、ちょっと分からない

けれども、どういうふうに捉えているのか、お願いしたいと思います。 

それと、この不法投棄の問題は通報ですよね。町民からの通報なのか、町外からの通

報なのか。その事も合わせて分かれば教えていただきたいと思います。 

ついでに質問させていただければ、この収入証紙というネーミングですよね。証紙と

いうのは、もう時代に合っていないのですけれども、証紙というのは貼るものですから。

ところが今は貼るものではないので、この辺は、どうでもよいと言えば、どうでもよい

のでしょうけれども、ついでにこの収入証紙というネーミングがあるから、印刷製本費

となっておる訳でありますか。どういう風にとらえているにか念のために聞いておきた

いと思います。 
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○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 収入証紙のネーミングでございますけれども、今まで過去

ずっと収入証紙という言い方をしておりましたので、そのまま踏襲して参りましたけれ

ども、この印刷製本費の中に入るというのは、ごみ袋に印刷をするという意味で、そこ

に入っているという事で御理解いただきたいと思います。 

ただ、このネーミングにつきましては、検討させていただきたいと思います。それと

収入証紙にかかわって、燃えないごみの袋が減ってきているという事でございますけれ

ども、私なりに感じている事は、最終処分場へ直接搬入していただく方が、増えてきて

いるようでございます。その関係もあるのかなと思っています。 

それから、不法投棄の関係でございますけれども、確かに一番が通報ですけれども、

定期ではないですけれども、外に出る時に注意して見て歩くようにしております。昨年

テレビが地デジ化になったという事で、私も、その辺、興味深く内容を見させていただ

いたのですけれども、２３年度におけるテレビの、いわゆる不法投棄と言われるものは、

今のところ１台しか記録されていないという状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） １１番鈴木議員。 

○１１番（鈴木誠君） １２５ページの、かんがい排水事業用水施設維持管理に要する

経費の中で、備品購入費でポンプを購入すると、ちょっと聞き洩らしたのですけれども、

何用のポンプだったか、その辺、もう一度説明をお願いしたいと思います。そのかん排

施設での備品ですけれども、新たに設置しようとするものなのか、それとも交換すると

いう形での購入なのか。その辺について伺っておきたいと思います。 

合わせて、かんがい排水事業も終結をした訳でございますけれども、あそこで井戸か

ら取水している水と、既存の施設からの三郎川からの水道水、それぞれ浜中町全地域に

送水している訳ですけれども、これの割合は、現在どのようになっているのか。井戸か

ら取水する水と三郎川の水の割合がどのような形で供給されているのか。これから融雪

期に入りまして、川の水が汚れて来る訳ですけれども、それらの中で井戸だけでも供給

で、対応できるのかどうか。その辺の事について、ちょっとこの機会に伺っておきたい

なと思います。 

それから、１２９ページのごみ減量化対策に要する経費の中の委託料、資源物再商品

化委託料７万５，０００円とありますけれども、この内容について、ご説明をいただき
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たいと思います。 

それから１３１ページ、じん芥処理に要する経費１３節委託料、清掃事業委託料８，

２００万円余りの予算が計上されております。昨年より大幅に、昨年度１２月に補正は

しておりますけれども、それを更に上回る金額が計上されているのですけれども、過去

を振り返ってみますと、年々これは増加している訳ですよね。この委託料の増加した要

因といいますか、それと清掃委託料の委託業者との、いわゆるどういう形での委託とい

いますか、委託契約になっているのか、ごみの量で計算されていくのか。 

それから、その委託業者の選定ですけれども、これは、それぞれ限られた業者になる

んだろうと思いますけれども、見積もり合わせ等がされて、多分これは随契だと思うん

ですよね。その辺の委託の経過について、ご説明をいただきたいと思います。 

以上、お願いします。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（酒井俊一君） まずポンプの名称でございますけれども、曝気原水ポ

ンプです。新規ではなくて更新でございます。 

それと、川と井戸の割合でございますけれども、川が６、井戸は４です。それと、こ

れからの融雪時期に、井戸だけで対応できるのかという事だと思いますけれども、現在

の状況では、ちょっと難しいと考えております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 資源物の再商品化委託料の関係でございますけれども、こ

れにつきましては、リサイクル協会に処理・委託する分と言うことで、主に割れた瓶類

を処理していただいておりまして、これにつきましては、有償で引き取っていただいて

いるということでございます。 

これに対しまして後ほど、歳入の方でも出てきますけれども、リサイクル合理化拠出

金市町村配分金ということで、後ほどそういうものが拠出されるようになっております。

それからじん芥清掃委託料の関係でございます。この増という事でございますけれども、

じん芥清掃委託料の中には、清掃事業委託料という事で、ごみの収集にかかわる委託料、

それが４，６３４万円ほど。根室市へ委託しております可燃ごみの焼却委託料、これが

３，５７０万円となっております。最初に清掃事業、ごみの収集事業にかかわっての委

託料の関係でございますけれども、これにつきましては、この算定に当たりまして人件

費、あるいは車の保険料だとか燃料費、いわゆる収集車両等の維持管理に関するものと、
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事務管理費に関するものという事で、細かく分類して毎年計算して、その積上げたもの

で委託契約をしている訳でございますけれども、本年度、前年に比べまして約１００数

万円増えております。 

この内容につきましては、ごみの収集に当たりまして、生ごみの収集ということで、

２３年度当初から試験的に行っている部分がございます。それとまた、根室に運ぶ可燃

物の量が増えてきているという事で、それにかかる燃料この辺が増えてきている事での

増となっております。 

それから、この委託先につきましては、この事業始まって以来、ずっと１社で契約し

ているという事でございますけれども、見積もり合わせという事ではなくて、１社によ

る随契でやらせていただいております。 

それから、もう一つの方の、可燃ごみの関係でございます。可燃ごみの処理につきま

しては、平成２１年度から根室市の焼却場へ委託している訳でございますが、年間の可

燃ごみの搬入量は、ここ数年１，５００トン前後で推移しております。 

当初、根室市へ委託する時には、ごみ質調査というものを実施いたしまして、結果と

して可燃ごみの内６５％ほどが水分であるという事から、収集されたごみを一旦、浜中

町の埋め立て場で一時保管をして水切りを行い、そうする事によって水分を減らして、

根室市へ運ぶという事で約１，０００トンでスタートしたものでございますけれども、

その後、北海道の方から収集で集められたごみを、一旦、浜中町の埋め立て場に開け、

積み替える事は適正な処理ではないと言うような指導が入りまして、根室市へそのまま

運搬することになったという事と、また直搬入されるごみの中には、プラスチック類等

が多く混ざっておりまして、従前は埋め立て処理していたものを、なるべく処分場の延

命を図るという事で、それらのものを破砕して可燃ごみとして、根室市へ運んでいると

いうような状況から量が増えて来まして、昨年１１月現在で、約１７０トンほどの一時

保管している分があるという事で、これを２５年度に全部処理してしまいたいと言う事

から、この度、昨年度より２００トンほど増やして、予算計上させていただいておりま

す。 

以上であります。 

○議長（波岡玄智君） 鈴木議員。 

○１１番（鈴木誠君） 水道の関係ですけれども、曝気原水ポンプ更新だという答弁だ

ったかと思いますけれども、どのような物かはよく理解はできないのですけれども、こ
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れは何年目での更新ということですか。随分早いような気がするものですから、その辺

について説明をいただきたいなと思います。 

それと井戸水と川の割合が４０対６０という事ですけれども、最高限度、これはどの

程度まで井戸水から取水可能なのか。その辺の事が分かれば、例えば、これが井戸から

６０で、川から４０という事が、緊急時の場合といいますか、そういった事が可能なの

かどうかについて、お知らせいただきたいと思います。 

それから、じん芥処理に関してですけれども、予算計上額が増えた理由については、

大体理解ができたところでございます。そうしますと、最終処分場で破砕をして、可燃

ごみに回すものが、今現在もストックされていると、それを全て処理したいので予算を

増やしたという理解をしているのですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。 

それと業者に、ごみの収集を委託している訳ですけれども、この辺、車両ですとか燃

料というのは、これは業者持ちですか。その辺がよく分からないんですよね。業者持ち

のもあれば、町有車両もあるという事なのか。それと、ずっと同じ業者に随意契約でや

っているという事は、ちょっと中身的に透明性に欠けるのかなという気がするのです。

その収集単価の算出根拠というのは何処にあるのか。その辺が、ちょっと見えにくいと

こかなと思いますので、もう少しその辺について、ちゃんとした計算方式に基づいて、

やっているんだろうと思いますけれども、その辺が説明できれば、お願いしたいなと思

います。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（酒井俊一君） ポンプの年数でございますけれども、建物自体が平成

１７年の建築で、その当初から付いているものでございますので、７年経過という事に

なります。それが、早過ぎるのではないかという事でございますけれども、水の中に入

っているものでございますので、通常の物よりは、かなり傷みが早いと、そういう類の

対応年数は、ほぼ５年から７年と考えられておりまして、ただ最終的には、寿命は時間

で言うものですから、概ね５年から７年という事で妥当かなと考えております。 

それと、先ほども申し上げましたけれども、井戸だけでは１００％対応できないとい

う事になりますので、井戸の水を使いながら川の水で補完といいますか、そういう事で

バランスを取って供給する事になると思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 可燃物の根室市へ委託する量の増加の関係につきましては、
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議員さんおっしゃるとおりでございます。ごみの収集にかかわる委託料の関係でござい

ますが、毎年従業員の人件費、それから車両にかかわっての維持管理費、例えば任意保

険料、それから軽微な修繕料、それから燃料費その他を含めて計算して、委託料として

おります。車両に関わる自賠責及び車検に要する費用につきましては、この委託料とは

別になっております。車両につきましては、町の車両を提供しております。以上でござ

います。 

○議長（波岡玄智君） 鈴木議員。 

○１１番（鈴木誠君） 水道の関係については理解をしました。それから、じん芥処理

に関する事ですけれども、いまいち分かりづらい答弁だなという気がするのですけれど

も、車両については町有車両を提供して、その維持管理については、自賠責ほか保険を

除く、全ては業者負担という事ですね。そういう理解でよろしいのか。 

それから燃料費、人件費を計算して委託契約を結ぶという事ですけれども、例えば、

ごみの料だとか、あるいはそれに掛かる時間、そういった何か算出根拠というのがあっ

て、それに基づいて単価を掛けて計算をして出すというような事ではないのかどうか。

いまいち、契約の内容が明らかでないのですけれども、その辺について、もう少し詳し

く分かるように説明できませんか。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 最初に、ごみの量での委託料の算出という事はしてござい

ません。ごみの量にかかわらず、一定コース回らなければならないという事でございま

すので、まず先ほど申し上げましたように人件費、それから車両の維持管理に関する事

も、業者が負担という事ではなくて、委託料の中に含めておりますけれども、この範囲

の中でやりなさいと、後は企業努力でという事になろうかと思います。 

それで、燃料費の計算につきましても、毎年の車の走行距離数を見まして、それに見

合った燃料代、それらを１台１台計算しております。それから人件費につきましても、

１人１人の人件費を計算した上で、委託料の基礎としております。 

あと、毎年毎年若干ずつ上がってきているという事で、実は２４年度におきまして、

し尿の収集の関係もございますので、それらも含めて、一度２５年度の委託にあたって

近隣町村の状況を聞きながら、検討してみたいなという事で、進めている所でございま

す。御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） １番田甫議員。 
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○１番（田甫哲朗君） 昨日、私、議会ルールを逸脱しましたことを、まずお詫び申し

上げておきます。改めまして質問しますけれども、まず１２７ページ、環境政策に要す

る経費の委託料、霧多布湿原エゾシカ対策事業調査委託料４００万円で、昨年度は４３

０万円、これは３ヵ年計画で、今年度で多分終了するのかなという認識ですけれども、

まず、この計上されている予算が、この額面どおりエゾシカ対策事業の調査のみに使用

されているものなのかどうか。それと、その委託先ですね。それで去年の３月の議会だ

よりに載っていましたけれども、柵を張って食害の調査を実施するというような内容が

載っていましたけれども、今年度、例えば４００万円を掛けて調査をするという事です

けれども、調査結果というのは、食害はあるという結論は多分出ているんだと思うので

す。その対策費としてなら、まだ分からない事はないのですけれども、果たして毎年度

４００万円ずつ掛けたその調査結果を、どのような形で活かそうとしているのか。まず

この１点です。 

それと１２１ページ、基金積立金これ額面どおり、医師処遇改善準備基金積立金とあ

りますけれども、毎年１５０万円ですか、これは具体的に何を目的で積立てる基金なの

か。そして現在、ここの残高はいくらになっているのか。 

それと１２３ページ、地域水道管理ですけれども、先ほど菊地議員からのご質問で、

ちょっと理解が出来なかったので、再度お聞きしますけども、先ほどバルブを切り替え

れば、即使用可能な状態になっているというお話でしたけれども、それをやる事によっ

て、この７０２万２，０００円というものが、単純に経費削減になるのかどうか。何故

地域にお話は行っているけれども、地元では、まだこのまま使いたいという内容なのか。

例えば水質に問題があるのか。水が美味しくないとかという事で、こういう話になって

いるのか。その３点をお聞きいたします。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） １２７ページの、エゾシカ対策事業調査委託料にかかわっ

てのご質問にお答えいたします。この調査につきましては、最近エゾ鹿が霧多布湿原に

多数入り込んでいるという事から、湿原環境へ、特に植物ですけれども、どのような影

響をもたらしているか、それらを調査し、課題の対応策を検討する為のデータを得るこ

とを目的として、３年計画でしているものでございます。議員さんおっしゃるとおり２

年間の調査でエゾ鹿が、エゾカンゾウの花を食べている事がはっきりといたしました。 

更に、囲う事で保護されるという事が分かっております。今年度は、今までしており
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ませんでした、花の開花時期に、花の所を他の動物への影響等を考慮しながら電気柵で

ちょっと囲ってみたいなと思っております。それで、どの様に生かすのかという事でご

ざいますけれども、この結果を基に、地域の町民の方々、あるいは関係機関の方々、お

集まりいただきまして、この調査を基に、今後どのような方策を立てていったら良いの

か検討して参りたいという事での調査でございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（杉澤正喜君） 診療所の医師処遇改善準備基金の関係での、ご質問に

お答えさせていただきます。まず基金の残高でございますが、４，０２７万５，０００

円という残高になっております。 

それと、この基金の目的ですが第１条に、医療の確保を図る目的を持って、診療所の

医師及び医師の処遇の改善に充てるという目的を持っております。従来は、医師が退職

するときの報奨金、それと医師が長期病気で入院した場合に、代替の医師にかかわる費

用、それと診療委託経営によって収入が減った分の補てん等を、今までさせていただい

ております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） エゾシカ調査の委託先でございますけれども、野生生物研

究所というところに委託しております。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（酒井俊一君） 先ほど、菊地議員さんに委託料について、姉別のみと

答弁したのは１２５ページの委託料、上段の方の委託料４２万８，０００円についての

部分でございます。議員のおっしゃられました７０２万２，０００円については、姉別

以外の農業用水地域等も入っておりますし、先ほどと繰り返しになりますけれども、地

域の要望もありますし、その施設もまだしっかりしておりますので、これからも使う予

定でございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１番（田甫哲朗君） エゾ鹿ですけれども、はっきり言って、その４００万円の使い

道が見えません。果たして、柵で囲って何箇所か調査をしているというお話ですけれど

も、実際に、その柵を設置するのに、これだけでの区域、その調査をするのに今年度も

また更に４００万円が必要なのか。その点まず、先ほどの答弁では、もう食害は分かっ

ているという結論でありますよね。更に、その上に何を調査なさるのか。まず、その１
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点を確認させていただきます。 

それと１２１ページ基金積立、条例によりますと、委託医師及び嘱託医師の処遇改善

の財源という事でご説明いただきました。それで医師が仮に病気になってしまったと、

どうしても入院しなくてはならないという場合の、代替の医師を確保する為に、この基

金を利用するという答弁で間違いないですか。 

後は、退職医療慰労金の充当にも充てるという事で、その医師が例えば、委託医師及

び嘱託医師もそうですよね。残念ながら２ヶ月間くらい離脱しなければいけないとなっ

た時に、その間にはこの基金から別な医師、例えば、ここで言えば北大になるのでしょ

うけれども、北大から新たに派遣してもらう為に、発生する費用というふうに考えてよ

ろしいですか。まずそれを確認しておきます。それと残高が４、０２７万５，０００円

という事で間違いありませんか。 

さっきの水道ですけれども、再度確認をします。それは先ほどの答弁で１２５ページ

の委託料の４２万８，０００円に対する回答ということでよろしいですか。姉別に関し

ての内容ということは、単純にバルブを切り替える事によって、４２万８，０００円で

すよというふうに捉えてよろしいですいか。そんな単純なものでもないでしょうか。そ

の辺、もう一度教えていただきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） エゾシカ調査にかかわってのご質問にお答えいたします。 

まず、４００万円の関係でございますけれども、先程申し上げましたように、野生生

物総合研究所と、先ほど間違いました、札幌市にあります野生生物総合研究所というと

ころに依頼しております。それで、この３００万円の内の殆どが人件費、あるいはこち

らに来て調査する為の旅費等でございます。新たに物を買って、どうのというものでは

ございません。 

それから今回の調査は、３年計画でスタートしておりますけれども、単年度の調査で

終わらせますと、その年だけの現状を捉える事になりますので、経年での調査が必要だ

という事になりますので、やはり花の咲く状況だとか、鹿がどのような所を通って、ど

うするのかとか、そういうものは単年度の調査では十分な目的感は得られないという事

で、３年での経年による調査でする事にしたものでございます。御理解願います。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（酒井俊一君） この地域水道管理に要する経費については、農業用水
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地域と姉別地域の両方を含んでおりますので、先ほどの４２万８，０００円は、あくま

で姉別地域の検針委託料と、その施設の周りの草刈りとか、そういうものにかかわるも

のでございますけれども、全体で１２３ページの賃金とか需要費とかありますけれども、

この中にも、姉別に掛かる分も入っておりますので、単純に４２万８，０００円のもの

ではございません。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（杉澤正喜君） 医師処遇改善基金の関係についてですけれども、金額

については４，０２７万５，０００円、医師が長期病気等で診療にあたれない時は、北

大には限らない訳ですけれども、まず医師を探して、探した上で診療にあたってもらう

という形になると思います。 

全体的に、一般会計の一般財源そのもので対応できるものであれば、一般財源で対応

しますが、その不足分または全額を、この基金から基金を取り崩して、その分に充当さ

せていただくという考え方でおります。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１番（田甫哲朗君） 水道に関しては、もう少し勉強しないと、今ここの答弁では呑

み込めませんので、再質問はいたしません。 

エゾ鹿の野生生物総合研究所への依頼で、その殆どが人件費に充てられるということ

であります。単年度１年２年が経っていますけれども今年で３年目。３年やると、およ

そ統計的な事が分かるだろうという御答弁でありますけれども、これは、あくまでエゾ

鹿の食害限定で考えてよろしいですよね。 

それと、先ほど質問していますけれども、この調査結果を踏まえて、どのような目的

で調査をしているのかという事が見えてきません。例えば、食害汚染の為に、柵を巡ら

せるんだと。鹿を減らさなければ駄目だという対応の問題は、これからだと思うのです

けれども、そこら辺まで見据えていないと、この調査の結果というのは多分生きてこな

いんだと思うのです。それは全く考えていないとは思いますので、それを今後、どうい

う対策で生かしていく考えなのかを最後に聞いておきます。 

基金ですけれども、先ほど過去にも代替医師で、基金を使った事がある様な答弁があ

ったような記憶もあるのですけれども、あったのでしょうか。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（杉澤正喜君） 平成２年だったと思います。道下先生が大きな病気で
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手術された時に、北大から派遣いただいた医師の診療の賃金と言いますか、人件費に充

てさせていただいたという経緯がございます。医師の減収分、それと派遣頂いた医師の

経費合わせて４５０万円の基金を取り崩しております。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 今回の調査につきましては、エゾ鹿に対する食害調査とい

うことでございます。 

それから、この調査につきましては、エゾ鹿の行動調査、先ほど申し上げましたけれ

ども湿原環境、特にエゾカンゾウ科の植物へ、どのような影響をもたらしているかとい

うことを調査する為に、お願いしている事でございまして、年何回かちょっと把握して

おりませんけれども、何回か現地へ入ってデータ収集しまして、持って帰って、その分

析等をしていただく調査でございます。 

それで今後、どのように活かすかという事でございますけれども、先ほども申し上げ

ましたように、この調査結果を基に、地域住民関係機関の方々お集まりいただきまして、

野生生物総合研究所の方から、まず調査内容、調査結果について説明していただきまし

て、エゾ鹿を例えば駆除するのはこういう方策が考えられるよとか、エゾ鹿を駆除する

のでは無くて、共生する為には、この様な方策が考えられるよとか、そのような具体的

な情報をいただきながら、今後、地域住民の方々と協議をして、対応策を考えていくと

いうのが狙いの調査でございます。 

○議長（波岡玄智君） この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後１２時０８分） 

（再開 午後 １時００分） 

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議案第２７号 第４款衛生費の質疑を続行します。 

６番中山議員。 

○６番（中山真一君） ３点についてお尋ねいたします。 

最初に１１１ページ、負担金の釧根広域救急医療確保負担金１４５万８，０００円に

関連しまして、お尋ねさせていただきます。これはドクターヘリの各町村の分担金だと

思いますが、このドクターヘリ、２２年度の浜中町への出動回数は何回ありましたでし

ょうか。そして２３年２月末ないしは、今日までの出動回数を分かれば教えていただき

たいと思います。要請して実際に使用したといいますか、乗った数とは違うかも知れま
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せんが、それぞれの回数が分かれば取りあえず教えてください。 

次に、先ほどの１番議員さんにも関連しますが、霧多布湿原のエゾカンゾウ対策事業

調査委託金に関連してお尋ねさせていただきます。昨年は４３０万円の予算を組む時に、

電気柵を設定してやるという事を言われましたが、その電気柵の設定については、調査

したのかどうか。 

そして、初年度商工費で３００万円の予算を組み、昨年が４３０万円、２４年が４０

０万円という事で１，１３０万円のお金を掛けて調査をするという事ですが、１番議員

さんの質問にもありましたが、３年間掛けて、それだけのお金を掛けて、それでその効

果をどうするのかと、我々の期待も大きいのですが、先ほどの１番議員さんの答弁の中

で、食害ははっきりしているというふうな答弁がございました。その上で、また３年目

の調査をして、そして、これは年度毎に調査報告が出ているのか。それとも３年まとめ

て調査報告書が出されるのか。調査報告書の作成については、この１，１３０万円の中

で全て済むのか。そしてもし、その対策の為の調査報告に基づく、先ほどの１番議員さ

んの答弁の中にありました、それが出てから関係者、地域住民等を集めて説明をし、そ

の後に対策をするという答弁でございましたが、それは、この３年間の調査が済んでか

ら、いつ頃を予定されているのか。やはり我々の中には、早くという気持ちがあります

ので、そういう意味で、この対策の事について、お尋ねさせていただきます。 

正直言いまして、私も大変この問題というのは、調査兼対策というのは、並行してや

らなければならないんじゃないかという事を随分言ってきましたが、やはり調査を３年

やってからだという事がありました。昨年も、琵琶瀬のエゾカンゾウが一晩で無くなっ

たというような事もございました。今年は何とか、せめて１週間・１０日間は持っても

らいたいなとは思いますが、かなり鹿も増えているという事でございますので、今お聞

きした点についてお願いいたします。 

それから１２９ページ、ごみ減量化対策に要する経費の中に、資源物リサイクル活動

奨励交付金３７９万９，０００円がございますが、関係資料の３２ページ、３７番この

中に、財源は２５０万円地方債を充てるという資料でございますが、この地方債は、歳

入の中を見ましたら２５０万円きっちりというのが無いのですが、町債の中で、どの中

に入るのか取りあえず、その分を教えてください。よろしくお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） １点目のドクターヘリの運行実績といいますか、状況につ
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きまして総務課よりお答えいたします。 

平成２２年度におきましては、１６件の出動１件が搬送しておりませんので、実質１

５件の出動になります。平成２３年度２月末までの数字が分かればという事ですけれど

も、現在、数字が来ておりませんので、不明でございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） １２７ページの、エゾ鹿調査に関してお答えいたします。 

先ず、２３年度において電磁柵の設置はしたのかという事でございますけれども、当

初、仲の浜方面にという事で考えておりましたけれども、３年計画の経年のデータを取

るに当たって、１年目と２年目と条件を変えるという事は、経年での調査にちょっと悪

い影響を与える、そういうような事から、仲の浜地区での設置は断念しまして、暮帰別

地区に３ヵ所ほど、電気柵を設置させていただいております。 

その調査報告が毎年出ているのかという事でございますけれども、その年、その年で

報告をしていただいておりますけれど、今年度については、まだこれからでございます。

１，１３０万円掛けて、それだけの効果があるのかという事でございますけれども、金

額の高い低いはともかくとして、霧多布湿原のエゾカンゾウにつきましては、重要な観

光資源というふうに考えております。それらを守る為の調査という事で、金額の高い低

いは分かりませんけれども、重要な調査であると認識しております。それから調査結果

の検討はいつ頃になるのかという事でございますけれども、３年目の調査の最終的な報

告は、２４年度の３月になろうかと思いますけれども、その前に、一度秋頃に中間報告

というのをしていただきまして、その時に地域住民の方、あるいは関係機関の方々と、

お集まりいただき協議をさせていただいて、もし、その中で２５年度予算に反映出来る

ものがあれば、そのようにしていきたいと考えているところでございます。 

２４年度につきましては、昨年、議員さんおっしゃったように、花がいっぱい咲いて

いたと確認をしております。それが一夜にして、鹿の食害にあってしまったという事で

ございますので、今年度につきましては、先ほども申し上げましたように、仲の浜地区

で、花の開花時期に出来るだけ他の動物に影響を与えないように、なるべく短い期間で、

仲の浜の地区を外周で大体６２０メートルくらいを柵で囲ってみたいというふうに検

討しているところでございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 大変失礼しました。ドクターヘリの運行回数、先ほど２２
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年度の回数をお知らせし、２３年度の数字が分からないという事で、お話ししていたの

ですけれども、今手元にデータの数字が届きましたので、２３年度につきましては、３

４回出動となっております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 税財政課長。 

○税財政課長（松橋勇君） １２９ページの、資源物リサイクル活動奨励交付金の財源

についてでございますけれども、これは過疎という事で、いわゆるソフト過疎でござい

ます。 

それで歳入の３３ページに、総務債の一番上の方に、過疎地域自立促進特別事業債と

いうのがありまして総額９，０２０万円、これは事業が２０本ありまして、いわゆるソ

フト過疎は、一本毎の事業毎の名称で起債を起こすものでは無くて、全体での起債で借

り入れしますので、この中に、この２５０万円は含まれております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 中山議員。 

○６番（中山真一君） ドクターヘリの出動回数がかなり増えております。２２年度１

５件だったものが、２３年は倍以上になっているということで、浜中町にとっては、こ

のドクターヘリというのは、やはり人命救助その他、かなり効果が表れているものだと

思いますが、負担金につきましては、２３年度１４５万１，０００円、２４年度予算１

４５万８，０００円とわずか７，０００円しか増えていないのですが、この辺は、将来

的に、そういう出動回数が増える事によって、予算が増えていく可能性があるのかどう

か。その辺について、ちょっと不安に思うところがありますので、お聞かせいただきた

いと思います。 

次に、霧多布湿原の調査委託料の関係ですが、初年度３００万円、去年が４３０万円

という事で、仲の浜にやる予定が、暮帰別地区に設置して電気柵をやったということで、

１３０万円高くなっているのかも知れませんが、その中間報告の結果が分かっていれば、

教えていただきたいなと。そして今年、仲の浜にという事ですけれども、６２０メート

ル短期間の間にという事で、そして、この調査は重要な調査であるということも分かり

ますが、単年度毎に調査報告書が出されているということであれば、この調査報告書の

作成に係る経費というものは発生しないと、これで終わりとみて良いのかと思いますが、

その確認をさせていただきます。 

そして浜中町の、この湿原ばかりではなく色々と鹿対策については、今既にやってい

るのもあります。２月から３月に掛けまして、道の事業として３番沢、６番沢で今回や
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られたのがあるかと思います。その辺につきまして、事業費が幾らぐらいで、何頭位の

捕獲が出来たのか。それが分かれば教えていただければなと思います。 

次に、資源物リサイクル活動奨励金ですが、歳入の３３ページの上の方に、資源物売

払い収入５９０万９，０００円見ていると、このお金が入ってくるからと違うのですか。

この資源物等を売るお金が随分増えたので、リサイクル活動奨励金を各町内会に分配す

るという事ですけれども、そういう売り払い代金は、売り払い代金として収入に充てな

がら、そして過疎債で借金までして、また尚かつ、この交付金を続けて行く必要がある

のかということは、やはり各町内会に過疎債ですから、借金して交付金を払って行くと、

そして尚かつ売り払いのお金が入ってくる分については、それは他の費用に回されると

いうことで、借金までして町内会としては、大変ありがたい収入でございますけれども、

その辺ちょっと矛盾を感じるところがありますので、教えていただければと思います。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（杉澤正喜君） 広域救急医療確保負担金の関係でお答えをいたします。

広域救急に関しては、全体の予算額を５，０００万円として、医師会の方にお支払いを

しております。釧路・根室管内のそれぞれの市町村が、この２０％分を均等割として、

残りの８０％分を人口、救急車による救急搬送割合、今までドクターヘリの搬送件数が、

広域救急医療確保負担金の中には含まれておりませんでしたけれども、今年度からドク

ターヘリを含めるべきだという考えから、ドクターヘリの搬送件数を算入した中で割り

だしをしております。 

この経費の見直しにつきましては、国勢調査の人口が確定した翌年から、５年間適応

させるという形で、国調の人口を基に救急搬送の５年間の平均と、ドクターヘリは今回

搬送２年の実績しかありませんので、今回だけは２ヵ年分の実績の平均値という形で算

定をしております。今年度から始まりました、１４５万８，０００円の分担金について

は、５年間そのまま継続して５年後に、国勢調査の人口が確定した時点で再計算し直す

という形に方式がなっておりますので、５年間はこの金額で続けられるということでご

理解をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） １２７ページのエゾシカ対策事業調査委託料にかかわって

の御質問にお答えいたします。電気柵の設置の効果といいますか、電気柵にかかわらず

囲むという事は効果があるようでございます。それで、その周辺と囲った中での花の食
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害の状況でありますけれども、仲の浜地域では、囲った地区の周辺では約７割の花が採

食されている。ところが、その囲った中では１つもないと。いわゆる、シカが侵入した

形跡がないというような報告を受けております。 

また榊町地区の電気柵につきましても、中に鹿が入った形跡はないという報告をいた

だいております。このような事から、今年度、短期間ではありますが、仲の浜地区に電

気柵を設置したい。網ですと、どうしても景観上余り良くないので、電気柵という事に

させていただきます。それから調査報告書の作成料でございますけれども、この委託料

の中で済ませていただく事になっております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 道有林で、この度行いましたエゾ鹿の捕獲実験と言います

か、この関係について私の方から答弁させていただきます。 

エゾ鹿捕獲技術開発事業という事で、今年北海道と道立総合研究機構、酪農学園大学

と町と４者で、試験的に実施したものであります。御案内のとおり３番沢と４番沢の林

道を、一部通行止めにいたしまして、そこに２月２０日から餌付けをして、５日間でど

れだけ獲れるかという事で、実質２月２０日から餌付けを初めまして、３月９日で終了

したところであります。 

この間、町の猟友会さんがローテーションを組んで捕獲に当たりまして、４番沢では

１５頭、３番沢で２６頭の計４１頭の捕獲をみております。事業実施者としては、まあ

まあの成果というふうに、実は、今日の釧路新聞にも掲載されておりますけれども、今

後、道立総合研究機構と酪農学園大学の方で、これを基にした事業の効果などを検討し

て、次に繋げて行きたいと、そういう状況でございますので、よろしく御理解をいただ

きたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 税財政課長。 

○税財政課長（松橋勇君） 資源物リサイクル活動奨励交付金の、財源についての再質

問にお答えいたします。 

まず借金までして、この事業を継続する意味があるのかどうかにつきましては、お答

えする立場にございませんので、私の方からはソフト過疎の仕組み等について、簡単に

お話をしたいと思います。 

まず過疎債そのものは、過疎地域のいわゆる公共施設だとか、情報通信基盤整備等の

事業をする場合に、地方債を起こせるというのが基本でございましたけれども、平成２
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２年に法律が一部改正になりまして、ソフト事業についても、過疎を財源に事業が実施

できるというふうに改められてございます。 

それで町と致しましては、平成２４年度は２０本、総額１億４，２００数十万円の事

業に対して、この過疎ソフトを充てようとしております。これは各市町村の財政力指数

によって、起債の年度間限度額が定められておりまして、浜中町の平成２４年度のソフ

ト過疎の限度額は１億３２０万円ということであります。財政担当と致しましては、当

初予算の要求が各課から上がって来た段階で、過疎の財源を利用してどの事業を実施す

るかという事で、予算査定と合わせて事業を抽出します。これの大きなメリットと言い

ますか、皆さんご存じのとおり、過疎債を借りますと、後年借りた金額の７割が交付税

として交付される訳です。 

ですから、１００万円借りてもらえれば７０万円あげますと言う、そういう国の政策

ですので、結局、当該事業につきましては、３０％の一般財源で事業が実施できるとい

うことであります。それで、先ほども言いました歳入があるからという事と、過疎債を

充当するかどうかという事は、無関係でございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） リサイクル活動奨励交付金につきましては、町民の方々の

御協力をいただきながら、ごみの資源化をする事によって、減量化を図るというような

意識を高揚する為の交付金でございまして、先ほど来、最終処分場の延命措置の為に、

色々と講じているという、お話をしておりますけれども、その為にも是非、町民の皆様

に、ごみの減量化に取組んでいただきたいという事での交付金でございますので、この

まま続けさせていただきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 中山議員。 

○６番（中山真一君） ただいまの御説明の中で、ドクターヘリの負担金につきまして

は、５年間はこのくらいのままだけども出動回数等にもよるので、国勢調査人口等にも

あるのでしょうけれども、その後に見直すと言う事であれば、出動回数が増えるという

ことは、いずれは負担金が増えるという認識で良いのかどうか。再確認をさせていただ

きます。 

それから、エゾ鹿対策につきましても、先ほど質問の中で、この道有林の事業費や答

弁漏れもございましたので、教えていただければなと思います。４１頭捕るのにどのく

らいお金が掛かったのか。この湿原、皆さんも御存じだと思いますが、この３年間で凄
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くエゾ鹿が増えたという感じがいたしませんか。やはり３年間待っていて良かったのか

なという気持ちは私の中にあります。 

そしてまた、エゾ鹿が増える事によって牧草地、それから木ばかりではなく、湿原の

花まで、また干場に糞害までという事、そして町民が、この鹿との接触で物損事故もや

っているという事で、かなりの損害が出てきていると皆さんも同じ思いだと思いますけ

れども、MG ロードの脇にも随分鹿が居るようになりました。夕方でも、この湿原の中

が鹿だらけという感じになりました。そういう意味で３年間待って良かったのかどうか。 

そしてまた、もう１年待って、この調査報告が出てから対策を考える、その対策を考

えるのに、また時間がどれだけ要するのかなという事を考えると、やはりゾッとする部

分がある訳ですけれども、この辺につきましては、鹿の対策について、町長のお考えと

して、白糠町のように自衛隊に要請するような気持ちがあるのかどうか。その辺につき

ましても、お尋ねさせていただきます。 

それから、今の資源物のリサイクル活動奨励交付金につきまして、ちょっと分からな

いのですけれども、いずれにしても町内会として、このお金は有難いのですが、結局は

借金した財源を回すという事ですね。確かに、過疎債ですから７０％を、交付金で対策

されると思いますけれども、一時的に、これはお金を借りたもので交付すると。 

最初に、このリサイクル活動奨励金を作った時の趣旨からすれば、おかしい部分が出

てきているのかなという気がしますけれども、確かに課長が言われたように、資源物に

対するリサイクル、町民への啓蒙、その他という事は、かなり浸透してきて、みんな一

生懸命やっていると思いますが、それにつきまして、今後も続けて行きたいという事で

すが、やっぱりこれは取りあえず一回借金するお金かなと、先ほど、ちょっと歳入の所

の売払い代金の話をしたら、ちょっと首を振っていた方が、いらっしゃったようですけ

れども、もし、これが違っているとすれば、そういう売払いの代金というのが、何処に

入っているのか。その辺も教えてください。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（杉澤正喜君） 広域救急の負担金の関係についてお答えいたします。

当然、救急搬送割合やドクターヘリの搬送割合によっては、金額は多少上がるかと思

います。 

ただ、現在の浜中町の分担金の構成比率は、まず釧路市が５１パーセントで、約半数
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を持っております。浜中町においては２．９％、およそ３％の負担というふうになって

います。数十万円も一気に増えるという事ではなくて、１０万円程度で１０万円まで行

かないくらいで、５年後もその程度で、済むのではないかという考えではおりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 事業費の関係でございますけれども、今回の捕獲技術開発

事業は、道主体の事業でございまして、総体の事業費については把握してございません

けれども、お聞きしたところによると、それぞれ道立総合研究機構あるいは酪農学園大

学は、それぞれの研究機関として、参加しているというふうにお聞きしています。 

今回、実際に捕獲にかかわって、浜中町の猟友会に委託されておりますけれども、そ

の部分と、通行止めを一部していますので要員と言いますか、高齢者事業団さんの方に

お願いしていると聞いています。これを含めて総額８０万円とお聞きしております。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（金田哲也君） 最初に１２７ページの、エゾ鹿対策に関するご質問ですけ

れども、確かに湿原でのエゾ鹿は増えているようでございます。まだ、２年間の調査と

いうことでございますけれども、２１年度に比べまして、ライトセンサス観察した結果

におきましても、例えば、ある地点では２２年度に３３頭という事でしたけれども、２

３年度は５０頭、ただ違う地点では１８頭だったものが３５頭と増えているようでござ

います。 

このような調査につきましては、単年度だけのデータでは中々、全体像が掴めないと

いうような事もございまして、３年計画で３年間のデータを基に対策を、ということで

始まったものでございますけれども、議員さんがおっしゃるように３年間の結果を見て、

それから検討してとなると、またどんどん先送りになってしまうという事もございます

ので、今年度、先ほども申し上げましたように、秋口に中間で２年半の報告を、まず分

析結果をいただきまして、それを検討いたしまして、２５年度の予算に反映できるもの

はして行こうという事でございますので、御理解していただきたいと思います。 

また、この次に、リサイクル活動の奨励交付金に対しましてのご質問ですけれども、

確かに借金ではございますけれども、これも全て一般財源でやるとなると何も戻ってく

るものがございません。起債を借りる事によって、その内に７０％というものが国から

入ってくると。３０％は確かに借金かも知れませんけれども、何もないものの内７０％
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が入ってくるというような事でございますので、その方が有利かなと思っておりますの

で御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 税財政課長。 

○税財政課長（松橋勇君） ソフト過疎について、私の説明が足りない部分を補いたい

と思います。 

まず、ソフト過疎の先ほど限度額のお話もしましたけれども、浜中町では１億３２０

万円ソフト過疎を起こす事が出来るという事で、この７割が後年交付税で交府されます。

という事は、その町で浜中町もそうですけれども、毎年実施している事業の中から、ソ

フト過疎の起債の条件に見合うものを取り揃えて借入する事が、後年交付税のアップに

繋がる訳です。 

これは例えば、今メニュー２０項目ありますけれども、例えば、地方バス路線維持対

策事業１，７３０万円、巡回バス運行委託料４２０万円、プレミアム商品券発行事業補

助５００万円等がずっとあるんですよ。もし、ソフト過疎を当てなくても、この事業は

やらなければならないんです。浜中町として。そうすれば折角、国の方で制度を新たに

平成２２年度で設けまして、過疎地域の公共団体の財政を支援する意味で法律が改正に

なり、これを利用しない手はないと思います。 

それで、資源物リサイクルの２５０万円の財源一部ですけれども、充てておりますが、

例えば、この事業が無くても、浜中町としては１億３２０万円に満ちるまで、何かの事

業を探してソフト過疎の申請を致します。その事で、財政的に必ず有利になるという事

で御理解いただきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） エゾ鹿の関係のご質問の中に、白糠町での例を出されて自衛隊と

いう事が言われていました。今、各地区で色んな手を使ってエゾ鹿を減らそうという対

策が講じられております。ですから、浜中町でやられた事業も、そういう形で餌付けま

でして、林道で車から撃つという、これも狩猟法を変えたような形で、緩和した形でや

られています。これもやっぱり実験ですね。如何にエゾ鹿を減らすかという事で、今現

在、各所で取り組まれております。 

うちの予算も、次の予算の５款に入りますけれども、今年もエゾ鹿を多く駆除すると

いう事で１，３００頭を目標に予算化されています。そんな意味で各町村が、エゾ鹿に

対して、しっかりとした管理基準を守れる頭数にして行こうと、減らそうという事で、
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今動いているので、今回こういう事業をやられたと思いますし、うちの予算も独自で増

やして１，３００頭を目標に駆徐して行こうという動きであります。 

これが、まだまだこれでも足りないという事になってくると、また別な手を打つ今の

段階では、ここでの議論は霧多布湿原の中の議論でありますけれども、この湿原の中で、

捕獲だとか駆除をするというのは大変難しい課題、場所だと思っています。その狩猟す

る場所、これも特区で取り払ったとしても、撃ったは良いけれども、どうやって連れて

来るんだという大きな課題がありますし、捕獲の仕方も色んな形があるんだろうと思う

のですけれども、簡単に撃って獲ってくるというような形にはならないと思いますので、

これからが、その課題の協議検討になってくるのではないかというふうに思いますので、

ぜひ積極的に参加して１頭でも少なく個体管理が出来るような、その数字に戻って行け

るような努力は続けて行きたいと思っております。 

○議長（波岡玄智君） 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 次に、第５款農林水産業費の質疑を行います。 

９番野崎議員。 

○９番（野崎勇君） 最初に１７５ページ、霧多布港暮帰別地区改修工事について１，

５００万円でございます。 

これについては、車止め６００ｍそれから係般環１００個、そして照明灯６基、これ

で１，５００万円、この事業は暮帰別の工事をやっている、その後の予算だと思います。

という事で、この工期６月中旬といいますか、そういった事で、今の事業が変更されて

おりますけれども、これらの事業についても、工期的なもので終わるのか。 

そして、１番心配される事は、今工事をやっている全体に、この車止め両側というか、

港湾というか通路、その中の係船の輪を設置する、そしてまた、車止めも設置するとい

う事で良いのでしょうか。そこら辺をお伺いしたいと思います。 

それと２つ目ですね、まず今回補正予算でも出ました、漁業振興資金といいますか、

これが９，０００何百万円というのが、今年は非常に多く予算がつきました。これにつ

いては漁業関係者も、喜んでいる所でございます。これらの大きな予算が取れた原因と

いうのは、今回津波で、色んな被害があったという事で、省エネ対策といいますか、省

エネに関する国庫補助金が２分の１補助されたという事で、この漁業者の人数といいま

すか、借入の金額が多くなったという原因があると思います。 
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そこで、ここの今回利用者の申込みの件数、その辺もお聞きしたいなと思います。そ

して、これの資金といいますか、この交付金が今年の３月の申込みで打ち切られるとい

う話がございますけれども、これが事実であれば、やはりこう言ったものは今後、漁業

者にとっては続けて欲しいというのが願いだと思います。国の予算ですから、町でどう

こうという事にはならないでしょうけれども、漁業者にとっては、こういった交付金が

付く事によって、やはり経営状況なり、また後継者問題という一つの絡みもあると思い

ます。 

そういった事で、今後の町としても、３月で打ち切られるという事があれば、やはり

国に要望をして欲しいなという願いを込めて、お聞きしたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） お答えいたします。まず歳出の１７５ページの、霧多布港

暮帰別地区の改修工事１，５００万円ですけれども、議員おっしゃるとおり車止め、係

船環それと照明灯等、利用者の安全確保の為に設置しようとしたものでございます。工

期につきましては、出来るだけ棹前の利用を始める前に、設置できるように考えてござ

います。 

次に、産業振興資金の増の理由でございますけれども、議員先ほどおっしゃられまし

た、国の省エネ対策の部分が大きいものと思われます。漁業者においては、省エネ対策、

環境にやさしい機器を購入し、水揚げ増を図っていくという思いだと思います。 

それと人数でございますけれども、浜中漁協さんにつきましては、１１名で３，２１

１万円の希望がございます。散布漁協さん９名で６，５６０万円、合わせまして２０人

の９，７７１万円となってございます。省エネの補助の関係でございます、聞くところ

によりますと、国では、今回も３次補正対応という事になっているようで、当然、３月

までには実行といいますか、漁業者の方は３月末までには出来ないという事で、国の方

も了解しているようでございます。それで、一部２４年度に繰越というのですか、そう

いう手だてもしているという話も聞いてございます。ですから、３月で終了という事に

はなりません。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 野崎議員。 

○９番（野崎勇君） 今後もやはり、そういった事で国庫補助の予算を付けるという確

信はないのですね。今回の３月までやったけれども、一応それが色々な事で間に合わな

いから、それは伸びて申請出来るんだという事で、その後の事については、国としては
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こういった事をきちんと明記されていないという事は、この国庫補助というのは、今限

りだというふうに捉えて良いのでしょうか。お尋ねします。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） 国の補助の関係でございます。近年省エネ機運が高まって

おります。色んな事故等がございまして、そういう事で、たまたま今回３次補正であり

ますけれども、国の事ですから、ここで私がどうだという答えにはなりませんけれども、

引き続き幾らかでも予算措置していただければ、皆さんありがたいなと思うと思います。

以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 野崎議員。 

○９番（野崎勇君） １点目の暮帰別地区の完成時期といいますか、出来るだけ棹前の

時期の前に完成させるという事で、これは了解しました。 

それで１つは、やはり国の補助といいますか、２年前くらいに省エネ対策でこの資金

は恐らく使わないで、これを近代化資金で、そういった補助率は２分の１の事業が出ま

して、エンジンだとか色んな資材の関係だとか例がありますので、今度は３次補正で、

こういうものが出たという事は、また次に、そういった省エネ対策で出る可能性が全く

ないという事ではないと思うのですけれども、それで良いのでしょうか。以上でござい

ます。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） 議員がおっしゃるとおり、これで終わりという事ではない

と思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ４番菊地議員。 

○４番（菊池哲夫君） １６９ページの栽培漁業に要する経費の中の負担金、これは養

殖かと思うのですけれども、８組織に負担するというような事で書いてありますけれど

も、この内容を教えてください。 

それから１６３ページ、エゾシカ有害駆除委託料でございますが５４０万円、２３年

度に１，５２６頭の有害駆除がなされているという事でございます。春に４１８頭、秋

に５５３頭、冬に５５５頭を捕獲したという事を聞いております。この１，５２６頭獲

れた中で、２３年度の予算をかなりオーバーしていると思います。今年も１，３００頭

の予算となりますけれども、この予算の根拠を聞きたいと思います。オーバーしている

中で、同じ頭数という事でございます。その辺を宜しくお願いします。 
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○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） お答えいたします。環境生態系保全活動支援事業１，１０

０万円、これは平成２１年度から平成２５年度まで５ヵ年に亘って支援するものでござ

います。事業の内容でございますけども、１つ目は、漁場保全活動という事で、いわゆ

る昆布の雑海藻駆除の部分でございます。 

２つ目として、干潟保全活動ということで、アサリ礁の客土・耕うん、これを予定し

てございます。単年度の事業費が５，６００万円、国が５０％の２，８００万円、道が

２５％の１，４００万円、そして町が２５％の１，４００万円となってございます。 

また、お話が戻りますけれども、漁場保全の事業量ですけれども、散布地区、浜中地

区に分かれておりまして、浜中地区につきましては毎年７２ヘクタール、散布地区につ

きましては３６ヘクタールです。以上でございます。 

○６番（中山真一君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） エゾ鹿の有害駆除委託料の関係について、お答えをして参

りたいと思います。御質問のとおり平成２３年度においては、町の委託料は１，１００

頭分でございました。 

結果として、去年の春４月から３回に分けて、エゾ鹿駆除の依頼を町の猟友会にお願

いしてございます。１月３１日で終了した訳ですけれども、捕獲頭数は議員のおっしゃ

っているとおり１，５２６頭でございます。それに対して、今回１，３００頭の予算で

は、少ないのではないかという御質問かと受止めておりますけれども、例年一定の捕獲

頭数等々については、猟友会さんの方とも協議をさせていただいています。 

結果として、今年は今までにないくらい多く捕獲出来た訳ですけれども、今年の１，

３００頭に決めさせていただく経過の中では、当然、猟友会さんの方とも見込み等を立

てていただき、そして色々協議をして決めた頭数でございます。因みに猟友会さんは現

在２５人の会員がおりまして、平均年齢が５８歳と、その中で６０歳以上の方が１２名

もおりまして、段々我々も年だからと、あまり無理に設定しても捕獲できなければとい

うような事も、猟友会の中では話合われていたようであります。 

結果として、そのような事から昨年の２００頭増しの１，３００頭に落ち着いたとこ

ろでありますので、御理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 菊地議員。 

○４番（菊池哲夫君） 水産の方は分かりました。エゾ鹿の事で分かっていれば教えて
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欲しいのですけれども、根室管内と言いますか、根室市とか別海町等では１頭当たりの

駆除料が１万円になっていると聞いております。１万円と４，０００円とでは凄い差が

あると思うのですが、交付金というのは全部一緒だと思っていたんですよね。そういう

差があるのはどうしてなのか、もし分かれば教えてもらいたいです。 

そして、道と一般財源で今の４，０００円、その一般財源は、各町村でやると思うの

ですけれども、他の所も同じで、釧路管内は４，０００円だと思うのですけれども、そ

ういうのは各一般財源で、根室管内ではどうなのか、一般財源から出すのか。その辺も

聞きたいです。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 捕獲の委託料の関係でございますけれども、確かに根室市・

別海町さんでは１頭につき１万円というのは聞いております。 

因みに、それぞれの町村で決めている事ですので、そこには触れられないとは思うの

ですけれども、釧路管内では大体４，０００円から５，０００円というところで、取り

決めをされております。本町の場合は、町から１頭につき４，０００円、農協さんから

１，０００円という事で、猟友会さんの方には５，０００円が出されるという事になり

ます。 

因みに、この財源の関係でございますけれども、いわゆる道からの補助金と言います

が、この駆除経費にかかる約２割で残りの８割については、特別交付税で処置をされる

という事で、実質、町の負担は発生しないという財源内訳になっております。他町村の

事を、そこまで確認はしていませんけれども、釧路管内については、町と同じような予

算措置の仕方をしているというふうに思います。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 菊地議員。 

○４番（菊池哲夫君） 今は、特別交付税でそれをやっているという事ですけれども、

根室あたりも、そういうものを使って１万円になるんだと、その辺、合点がいかないと

いうか、例えば、１万円で出したら、道から２割なら２割で来るのか。その点、合点が

いかないので教えてもらいたいのですが。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 道からの補助金の関係でございますけれども、一応、北海

道も一定の基準を示していまして、根室までは確認していないのですけれども、釧路管

内は５，０００円を基準として算出しております。定かではございませんけども、根室
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管内全てが、１万円の補助対象になっているというふうには聞いていません。実際の中

身の数字は把握していませんけれど、全部が補助に上がっていないという事だけは、お

聞きしています。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ７番川村議員。 

○７番（川村義春君） ３点についてお伺いをいたします。 

まず１点目は１４９ページ、新規就農者育成対策に要する経費の、新規就農者誘致事

業補助であります。説明によりますと、平成１６年から平成２４年度の新規就農者に対

する酪農経営支援という事だったようですけれども、具体的な中身を知りたいので説明

をいただきたいと思います。 

それから１７１ページ、漁港整備に要する経費委託料で、丸山散布物揚場整備調査設

計委託料、これは７３０ｍの丸山散布の裏側の水路を、矢板で整備をする為の調査設計

と聞いていますけれども、現在の今ある施設は、何時どこで誰が作ったもので、町の施

設であるのかどうか。まず、その辺をお聞きしたいと思います。 

それから１７７ページ、防潮堤附帯施設管理に要する経費、これは町長の執行方針の

中で、海岸防潮堤改修工事は河川局所管の浜中海岸後静地区の防潮堤の整備を継続して

進めるとあります。これに関連して、ご質問をさせていただきたいと思いますけれども、

かつて漁船捲揚施設として、アザラップ地区の漁家が利用していた斜路があります。 

現在は、砂付きが悪くて利用できない状況になっていますが、大しけの時に、その斜

路から波が駆け上がって来て、隣接する干場が大きな被害を受けると。現に、この前の

津波災害の時も干場が波で洗われたという話を聞いております。年に数度、波が超えて

来るというふうにも聞いております。この斜路については、道の補助事業か、単独事業

か分かりませんけれども、道の事業で平成元年に地元茶内の業者が工事を請け負って、

施工したものであるというふうに聞いております。 

現在は、当時は利用していましたけれども、本当に砂が無くなって現場に居ましたけ

れども、捲揚げ出来るような状態ではなくて、今そこの地域については、奔幌戸漁港を

利用して、昆布の生産水揚げとかをしているようであります。斜路の幅については１４

ｍくらいあります。１４枚の平板のコンクリートで斜路が出てきているのですけれども、

波が来ないように、その斜路の両枠は消波ブロックで覆われているんです。ちょうどそ

の部分だけ波が上がるような状況になっている。その当時、やっぱり現場を見て、ふと

んかごを幾らか積んだというお話も聞きましたけれども、実際、私去年見に行きまして、
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これなら酷いなと、消波ブロックと内陸の部分に亀裂が入っていまして、まだまだこれ

は決壊する可能性が高いなというふうに見ました。消波ブロックを本当は置いてくれれ

ば良いのですけれども、当面、緊急的に対応するとすれば、ふとんかごでも良いのかな

と思っているのですけれども、是非、町では出来ないでしょうから、道の事業でしょう

から、道に海岸を守るという意味から、国土保全をするという意味からも、是非早急に

対応していただくよう要請していただきたいと思いますが、その辺の見解を教えてくだ

さい。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 新規就農者誘致事業補助の内訳の関係でございますけれど

も、御案内のとおり浜中町において酪農をやりたいという方々が、まず研修牧場で研修

を終えて、公社営事業に乗って牧場の買取りを行います。 

その際、公社営から各新規就農者に対して、５年間固定資産税等諸々を含むリース料

を設定し、６年目に本人の取得となります。その後は、５年間固定資産税相当分を奨励

金として交付するという事で、現在、誘致事業補助の対象となっております、リース料

賃借料の対象者は、１０人で２，９５１万８，０００円となっております。 

また固定資産税奨励金の対象となっている方は、１法人、４個人で５０３万３，００

０円でございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） それでは丸山散布地区の物揚場に係る委託料でございます。 

現在の施設は、いつ何処で誰が作ったのかという事でございますけれども、調べた範

囲では、昭和の初め５１年から５２年頃に掛けまして、散布漁協さん主体となって国な

り道の補助金を導入、また町も支援しながら建設したものであります。次に、アザラッ

プ地区の斜路の件でございます。現地は確認しており、北海道にも要望をしております。

引き続きしつこいくらい要望して参りたいと思います。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○７番（川村義春君） 新規就農者の事については了解をしました。引き続き支援をし

ていただきたいと思います。 

２点目の、漁港整備の丸山散布の物揚場整備ですけれども、説明の中では工事費が２

億円前後で行うというふうに聞いていますが、工期はいつ頃なのか。そして、その２億

円のうち補助金が入るのかどうか。起債を使うのかどうか。そして一番聞きたかったの
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は、この工事をするのに今お答えいただいたように、散布漁協が主体で、町も支援して

あの護岸を造ったという事は、財産自体は散布漁協の物かなというふうに思っています。

そうなってくると、この工事をする場合には、今ある施設をそのままにして、外側に矢

板か何かを打っていくような形になるとすれば、財産そのものを町に寄附をしていただ

くという事になるんじゃないかなと思います。 

そこで、それが条件として寄附をされるという事になると、負担付き寄附という事に

なるかと思います。その負担付き寄附という事になると、議会の議決が必要になってき

ます。その議会の議決が必要な負担付き寄附に該当しないかどうか。その辺を心配する

ので、合わせてお聞かせいただきたいと思います。 

それから、アザラップの事については、現場を見ているし承知していると。これから

も強く要望して行くという事ですので、是非、そのようにお願いをしたいと思います。

１点だけお答えください。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） お答えいたします。 

先ほど、補足説明でも約２億円というお話をしました。超概算でございます。その工

法も含めて、経費も含めての調査設計というふうに考えております。それと工期でござ

いますけれども、２４年度設計しまして、今考えているのは２５・２６・２７年、３年

くらい掛けてやらなければならないものかなという予定をしてございます。 

あと、財産と財源ですけれども、財源は辺地債という事で予定してございます。また

財産の関係、今議員がおっしゃったとおり財産は散布漁協さんのものでございます。今、

おっしゃられました条件付き寄附でございますけども、議決要件、地方自治法第９６条

第１項第９号ですか、その議決要件、議決議件になってございます。この物件が該当す

るのか、しないのかは、勉強させていただきたいと思います。私、まだ浅いものですか

ら、過去にこういう事例があったのかという事も含めまして、検討させていただきたい

と思います。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○７番（川村義春君） 今年、丸山散布の調査設計委託を予算計上したという事ですか

ら、予算計上した以上は、やはり期待されるんですよ地域から。こういうふうに予算書

に載る訳ですから、そして、そこで負担金付き寄附金に該当するとなった場合に、その

とおり諸般の事情で出来なくなった場合には、今度、要件的にはその契約が解除される
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という事で、仕事が出来なくなりますよね。 

ですから、私は今のうちに、その辺をきちんと調査設計の段階で調べておいた方が良

いかなという事で、質問させていただきましたので、十分検討して仕事をしていただき

たい。その辺再度お願いします。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） 今、議員おっしゃったとおり研究をさせていただきたいと

思います。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） ３番鈴木議員。 

○３番（鈴木敏文君） ３点ほどお願いいたします。１６７ページの上段にあります、

コンブ輸入割当制度堅持北海道自治体協議会負担金１万円でありますけれども、このＩ

Ｑ制度ですよね。昆布が守られているんだという認識でありますけれども、このＩＱ制

度というは、昆布業界にとっては、大変生命線であると私は思うのですが、その辺は、

皆さんも異論ない訳でありますけれども、その場合には、この１万円というのは、どう

も事務費程度の負担金ですが、それで良いのでしょうけれども、どのような協議会とし

て活動されているのか。お答えをいただきたいと思います。 

次に１７１ページの、漁港管理に要する経費でありまして、その補助金の航路浚渫事

業１００万円、丸山航路の浚渫分という事であります。この場所で例えば、何々宅前と

か浜部分とか、そう言っていただければ分かるかと思いますが、その時期も含めて、お

答え願いたいと思います。 

またもう１点は、今７番議員とかぶる訳でありますけれども、漁港整備ですね。丸山

散布裏の水路でありますけれども、ここは丸山自治会の方からも、要望が上がっている

かと思いますけれども、防災の面で避難道とか避難施設のお話が来ているかと思います。

そうすると、この水路が結構避難するのに邪魔になっているのが、現実だと思うのです

が、その辺、川を横断して、この設計に反映出来ないのか出来るか。その辺を含めて、

解る範囲でお知らせいただきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） それではお答えいたします。 

まずは、昆布割り当ての関係でございます。現在、全道で構成しておりますけれども、

５市２１町、全部で２６市町がこの協議会になってございます。その負担金１万円のお

話でございますが、昆布の生産額が５億円以上の自治体は負担金１万円と、５億円未満
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の自治体は負担金５，０００円という事での、取り決めの中で実施してございます。 

次に、航路浚渫１００万円の補助でございます。これにつきましては、昨年の暮れ、

まちづくり要望を受けた段階で、丸山散布の火散布から行きますと、最初の船上げ場の

前、それと奥の方の航路の部分という事でございます。 

それと、昆布輸入の活動内容でございますけれども、昆布輸入割当制度堅持、この協

議会が国際的な水産物の輸入自由化問題に対して、日本の食文化を支えてきた、北海道

の昆布漁業及び漁村や、地域を守る視点から、会員が相互に連携を取りながらＷＴＯ対

策として、国に求める運動を展開するという事でございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） この昆布割当制度の関係で、副町長時代に、この協議会ありまし

て行ってきました。札幌でも会議をやって、それから東京でも中央要請行動がありまし

た。それで中央要請行動については、このＩＱ制度をしっかり守るという事が、大前提

にあるのですけれども、特に今回、大震災の後に、その会合がありまして、その漁業を

守るという立場で、多くは昆布を中心としている自治体でありましたけれども、港周辺

に相当被害があったという事で、政権与党である民主党、更には国会議員含めて小さい

んです。根室市長さんが会長です。そして副会長が何人か居るのですが、浜中町長もな

っていまして、そういう意味では、小さい組織かもわかりませんけれども、昆布だけで

集まっている会でありまして、みんな各町村の旅費を持って、中央に集結したり、札幌

で集まって会議をやって、このＩＱ制度をしっかり守って行こうという事を含めて、や

っている組織であります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 丸山地域からの避難経路の要望のお話しにつきまして、お

答えをいたします。地域からの要望につきましては、既存の丸山散布森林公園に登るの

ではなくて、その手前から町の公営住宅ありますけども、あそこから厚岸寄りに入って

行く山沿いの道があるのですけれども、その後ろに高台なりを建設と言いますか、そう

いう要望がありました。 

ただ、それも４ｍ～５ｍの高さというお話だったのですけれども、この度の大震災の

状況を見ますと、例えば１０ｍだとか、今現在の予測では、それで間に合うのですけれ

ども、今後、見直しされる浸水予測を考えますと４ｍ～５ｍの高さでは、ちょっと心許

ないという、町と要望に来た時のお話合いの中で、プラスその背後の山に登れるような
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避難経路も検討しなくては行けないと、地域の方たちとは、お話の中でしておりました。

今の水路を跨いでというようなお話が、その当時は無かった訳ですけれども、ただ位置

関係を見ますと、丸山散布の奥の人が、太平洋側に向かってこないと、公営住宅の背後

に行くにしても太平洋側に向かってくる訳ですので、どの辺りが良いのか、奥の人は広

い水路に渡れれば、尚かつ高い山がある訳ですから、それも有効な場所だと思いますけ

れども、今後、色んな部分で地域ともお話をしながら、避難高台、避難経路につきまし

て、検討して行きたいと思いますけれども、水路の分との設計の中で、そこに橋を付け

る等というのは、難しいという思いではおります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木敏文君） １点目のＩＱ制度ですね、これについては、昆布漁業の生命線

でありますから、引き続きお願いをしておきたいと思います。 

丸山航路の浚渫部分時期は、先ほど答弁ございましたでしょうか。もう一度、時期を

分かっていればお願いしたいと思います。それと丸山の水路ですね。総務課長が防犯の

面でも地元から聞いていないし、設計では難しいのかなというお話でしたけれども、こ

れは、この予算書を見て散布漁協にも電話いたしましたし、地元丸山自治会長にも電話

しました。この水路の工事の話は知らないというお話ですよね。 

当然、防災の方も反映できないと思いますけれども、今、課長が言ったとおり、後ろ

の方から１本道しかないんですよね。しかも、太平洋に向かって逃げてくるという事に

なりますので、今の公園の所まで来るには、相当時間を要する。そうすると、身近に２

ヵ所、３ヵ所の水路を渡れるものがあれば、緊急に丸山本体の方に、避難出来るという

事になりますので、無理があるのでしょうけれども、是非、その辺はなんとか政治判断

で出来ないものかなと思いますので、もう一度、難しい問題でしょうけれども、答弁を

お願いしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） 大変失礼しました。工事の時期でございます。これは補助

金という事で、組合の方に２５％の補助をいたします。実施時期につきましては、議員

も良く御存じのとおり、昆布を中心とした時期がございます。なるべくそれらに影響の

ない中で、また潮回りもあろうと思いますので、協議しながら補助していきたいと思っ

ております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 
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○総務課長（上田幸作君） 丸山散布の防災の関係で、水路を渡れば跨げば尚かつ側に

高い自然の山がある訳ですので、その辺、今、水路を跨ぐという初めての意見なもので

すから、それを検討しますといいますか、今水産課の方で調査設計する訳ですから、果

たして船が通る時に、その上に渡る部分を造れるのかどうかという事も含めて、水産課

の方とも協議、それから、そういった事業ができるか、財源的に補助金だとか交付金等、

使えるのかも含めて、検討して行きたいと考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。 

○議長（波岡玄智君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木敏文君） これは、やはり地元が知らないと問題ですよ。協働のまちづく

りというキーワードがありますから、電話１本で良い訳です。もしくは我々に言えば、

我々からお伝えしますので、是非、協働のまちづくりという概念からして、情報は町民

の方に、お渡しするという事が大事だと思いますので、最後にそれだけ聞いて終わりた

いと思います。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） 予算計上でございます。地元の方に何ら説明もしてござい

ません。そういう意味であれば説明責任といいますか、予算を上げたから議決、否決と

いう事もあり得る場合もありますので、こういう動きがあるよという情報だけは、今後

しっかりと発信していきたいと思います。今回の関係に関しては、申し訳ございません

でした。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） １０番加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） ３点ほど、まず１６７ページの水産行政に関する経費で、漁

業後継者育成対策事業補助、これは漁業研修所の件の７１万円という事になれば、２名

分かなということで思うのですが、その辺、詳しくお願いしたいという事と、すぐ下に

飼料保管施設冷凍機更新事業補助２００万円というのは、これは何処の事を言っている

のか、お願いしたいと思います。 

それから１７１ページ、先ほど聞き逃してしまったのですけれども、航路浚渫事業補

助というところ、漁港管理の所が、下の方の航路浚渫事業補助というところの場所で、

どこの部分になるのかという事をお願いしたいと思います。 

それと今、３番議員、７番議員から話があったように、丸山散布の事で何も地域には

お話していないという事について、それで分かったのですけれども、私は、そこの事を
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言っているのではないと思ったんですね。 

丸山散布物揚場といえば、表側の水路の事を言っていて入り口に、原田さんがありま

すけれども、あの辺の所で、ちょっと歪んでいた所があったような気がしたし、一番奥

の上野さんの辺りの事かなと思ったりしていたら、裏の水路の事だったので、凄く早い

なと思いました。というのは裏の水路については、あそこの漁業者は、とにかく水路を

掘ってくれというのと、それから岸壁、ずっと個人で直してきているから、多少自分の

土地が削られたにしても、物揚場のようなもので、きちんと作って欲しいと。 

ただ、そういう気持ちはあるけれども、中々そうは行かないだろうから浚渫を、お願

いしたいというのが、直接的な希望のように思ったんですね。それが今回、地域の議員

さんも聞いてみたら分からないという事であれば、本当にそれは困ると思うのです。是

非、漁業者の声を聞かないと、自分の土地が出たり引っ込んだりして、ガタガタになっ

ているところですから、よく話を聞いて町の考え方と、それから漁民の考え方が、どう

なのかというのを、しっかり合わせて行かなければならないと思うのですが、その辺の

ところ答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） それでは、漁業後継者の関係でお答えいたします。予算７

１万円でございますけれども、内訳といたしましては、両組合の青年部に１５万円の２

ヵ所で３０万円。それと女性部も活動費という事で、３万円の２団体の６万円、合わせ

まして３６万円。残りは道立漁業研修所における総合研修の助成という事で、１名分３

５万円、合わせまして７１万円でございます。 

次に、飼料保管施設の更新の補助でございますけれども、これは浜中漁協でございま

す。昭和５５年建設し、平成９年に一度機械の更新をしてございます。今回年数も経っ

た事から、一応、更新という事で予定をしております。 

それと航路の浚渫の補助でございますけれども、原田さんというお話が出ましたけれ

ども、原田さんの前の所と、丸山の奥の大和田さんの前、その２ヵ所を予定してござい

ます。それと議員おっしゃられました裏の水路の浚渫の件でございます。この部分につ

きましては、２年くらい前だと思うのですけれども、漁組さんの方で、一度、浚渫を実

施しております。自分たちで航路を色々と手を加えて、その凸凹をというお話ですけれ

ども、それらも含めて、ある程度利用者のお話を聞きながら、凸凹のないように、また

船揚場も、可能な限り対応できるものは対応して行きたいと思っております。以上でご
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ざいます。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） １７１ページについては、地域からも要望があったことなの

で、是非、成功的に進めて行っていただきたいと思います。再質問ですけれども、漁業

後継者育成対策事業補助というので、農業関係では、かなりきめ細かに色んな場合を想

定して、新規就農者対策だとか色々あるのですけれど、水産関係について、この事を質

問すれば、今まで浜中町は漁場を養殖事業だとか雑草駆除だとか、こういう事をやる事

によって、生産活動が広がると収入が多くなる、その事が、後継者を残していく事にも

通じるという事を言ってきたのですよね。 

でも、私としては、若い人が地域に残って漁業をやっていくというか、そういう事業

を、漁業者の実態を聞きながら、あるいは見ながら、色んな施策を施して欲しいなと私

は思います。どんな事でなるかと言われるとすれば、今、農村もそうかも知れませんけ

れども、漁村では息子に嫁が来た時に、上手くいっているところがあれば良いのですけ

れども、これが中々難しいのですよ。姑さんの所と、自分の所では、台所は別にして欲

しい、お風呂も別にして欲しい、廊下で一つに結ぶような形で入れれば良いなと。お金

さえあれば、そうしたいのですけれども、一緒に住んでいると、１年経たないうちに息

子夫婦が出て行くとか、そういう悲惨な状態もあるので、そういう部分も、町として何

とか助けてあげられる補助出来るような、そういう施策を考えるとか、漁業者の生活を

都会では、もう核家族になっていっている状態があるのですが、こういう地域で、そう

いう補助もあるとか、こんな事も考えて、漁業後継者の拡大が図れるような施策を更に

考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（佐藤佳信君） 家庭での生活の仕方というのですか、議員おっしゃるとお

りだと思います。 

それに対して、町で何かしらの補助といいますか、助け舟出せればという事ですけれ

ども、非常に難しい問題だと思います。その家庭の中に入って行かなければならない部

分があると思います。例えば、その住宅を改修して済む問題なのかという事もあろうか

と思います。 

ですから、今、私がここで前向きに検討するとか、そういう事は出来ません。それだ

け難しい問題だという事を、議員さんも理解していると思いますけれども、私も理解し
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ておりますので、申し訳ございませんが、答弁になってございませんが、終わりたいと

思います。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） 台所等が新しくなったら、解決するとは思わないです。 

これは、本当に後継者問題、今言われたのは、後継者から一歩踏みだして結婚の部分

だと思います。どこの家庭でも、みんな悩んでいる所でありまして、町だけ悩むという

事は、凄く難しい事だと思います。 

そこの家、そしてまた、そこの経済団体、農協なら農協、漁協なら漁協、そしてまた

町がタイアップして色んな事を考えていく、そうしないといけないだろうと思います。

それで、やったとしても、中々うまく行かないのが、この部分だと思います。 

やっぱり皆が知恵を出して、昔でいう、お節介なお爺ちゃん婆ちゃんが復活出来るよ

うな、世話役の事も必要ではないかと、凄く大きな課題だと思っておりますので、事あ

るごとに色んな協議、検討もしますし、やってみたいと思いますけれども、是非、そう

いう団体の方、地域の方と協議して行きたいと思います。難しいと思いますけれども、

これからやって行きたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 質疑ありませんか。 

８番竹内議員。 

○８番（竹内健児君） １４５ページの、国営環境保全型かんがい排水事業に要する経

費で１６億６，９１６万２，０００円の内容ですけれども、これは確か、平成１６年の

全員協議会の中でも論議をされた内容だと思っております。 

その時に、町長からのお話だと、浄水場の上流の農家のかん排の負担分を、町で持ち

たいというお話で、協議会が開かれた経緯があります。その時に負担をしなければなら

ない理由はなんだという事で色々と論議がされました。私も、その後の６月議会と９月

議会に、かん俳の問題の負担については、一般質問をしております。 

その中で、こう町長が答弁をされております。上流の農家のかん排施設について、議

決のないまま着工になれば、町の負担を前提にした事になる、後日混乱を招かないか、

着工前の議決を要求する。という私の質問に対して、町長の答弁が土地改良法上、今の

段階で議決証人は必要とされていないと、施設完了後の議決を考えるという事を言われ

ているのですが、今回、かん排の繰上償還の内容は、議決が何処でされたのかという事

についてお聞きしたい。 
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それともう１つは、町の負担部分と、それから農家の受益者の負担分２つに分かれて、

繰り上げ償還がされるというふうになっているのですけれども、浄水場上流の農家の町

負担分が、どちらに入っているのかという事が１つであります。 

それから、高梨乳業の問題もあります。高梨乳業に対して、このかん排事業を利用し

て、水道を引いたという事ですが、その負担分については、町が負担する部分の費用は、

高梨乳業が負担するという事が約束されているようであります。この高梨乳業の負担分

は、受益者負担分の中に入るのか。それとも町負担分の中に入るのか。その点について、

分かるように説明していただきたいと思います。 

それから農家の負担分が、農林課の話を聞いたのですが、１４７戸分フル装備、肥培

施設のフル装備が１０９戸で１２８基分。それから小規模の装備が３０戸で３０基分。

その他に、水道のみというのも６戸分、設計のみというのも２戸ある。これが内容とし

て述べられております。この中に、浜中の王国分は１０９戸、１２８基の中に入ってい

るのかどうか。その点についても、お伺いしたいと思います。 

それから、１４７～１４９ページに掛けて新規就農者の誘致事業補助があります。今

さっきも、この問題は取り上げられたと思うのですけれども、就農件数と内訳について

は、１法人４戸というふうに言われておりました。分譲というのが前からあるのですけ

れども、この中に分譲が含まれるかという事について、お答え願いたいと思います。 

それから１４９ページの、国営土地改良施設の管理に要する経費の中で、負担金とし

てこれは新しい新設された部分でしょうけれども、農地・水・環境保全向上対策協議会

負担金３００万円となっているのですが、この向上対策協議会というのは、どういう組

織で、どういう活動をするのか。それから今後も、この負担というのは継続するのかど

うか。お答え願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） ただ今のご質問にお答えをして参りたいと思います。 

最初の浄水場の、付近の方々の農家負担分の関係だと思います。議員がおっしゃって

いるように、この関係につきましては、平成１６年の６月議会において、竹内議員から

色々と御質問がされまして、当時、石本町長時代でございますけれども、明確にお答え

をしているというふうに記憶をしてございます。５戸分のかん排事業に掛かる、受益者

負担分については、町で負担するという形に決定を見ておりますので、この負担分を含

めて、町の負担金となります。 
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因みに、農家分につきましては、９億３，１３２万５，０００円、町負担分につきま

しては、７億３，７８３万７，０００円でございます。先ほど来、申し上げていますよ

うに、この町の負担金の中に浄水場対策の、農家５戸分の負担金が含まれております。 

また、高梨乳業さんに掛かりましては、一応町の負担分の中に含まれていまして、高

梨乳業さんにかかる負担金については、納付書を持って町の方に納入していただく事と

なってございます。 

また、酪農王国に掛かる分につきましては、先ほど申し上げています、農家負担分の

中に含まれてございます。次に、新規就農者にかかる部分でございますけれども、この

中に分譲というお言葉が出てまいりましたけれども、これは研修牧場の分譲という事だ

と理解をいたします。たまたま研修牧場には、過去に２つの分譲があった訳ですけれど

も、昨年まで、姉別分譲１ヵ所が残っておりましたけれども、この度、新規就農を致し

ております。新規就農者誘致事業補助の中には、当然含まれております。 

それで、農地・水・環境保全向上対策協議会負担金３００万円でございますけれども、

これにつきまして、ご回答を申し上げます。御案内のとおり平成１３年から進めており

ました、環境保全かん排水事業が２３年度を持って完了いたします。４月１日には国か

ら町へ関連の施設が移譲される事になります。これをもって今後は、町で維持管理に努

めなければならない事から、町では地域と共同で管理する協議会を立ち上げまして、こ

の国の農地・水保全管理支払交付金事業を受けて、維持管理をしようと考えている所で

あります。 

この交付金に対しまして、地元負担が２５％求められております。今回、この地域協

議会を立ち上げまして管理しようとする面積、これは姉別川を支流といたしまして、約

６，０００ヘクタールを流域として管理しようと考えているところであります。国から

の交付金につきましては、ヘクタール２，０００円が充てられる事から、６，０００ヘ

クタール×２，０００円で、１，２００万円の交付金が支払われる事になります。因み

に、これで確定しますと、２５％の負担を町に求められておりますので、１，２００万

円×２５％で３００万円が北海道農地・水・環境保全向上対策協議会という所に支払う

事になります。 

この北海道農地・水・保全向上対策協議会から、地域協議会へ事業の内容によって交

付金が交付されるという仕組みになってございます。この協議会は今現在、設立に向け

て準備段階でありますけれども、いわゆる、このかんがい排水事業で整備しました河川、
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あるいは土砂等の流れだしをする為の調整槽等々の維持管理が主であります。 

当然、管理用道路あるいは施設の維持補修に対して、細かいところでは草刈りから、

あるいは雨とか台風なんかで、管理道路が壊された時は、当然補修をして行く。また、

農地から、そういった川や調整地に土砂が入り込まないように土砂緩止林の資源という

事で植栽をしておりますので、その生育の管理あるいは枯れた木の補植、また一番大き

な部分で言いますと、当然の流れ出てきた土砂が溜まりますので、その土砂上げといい

ますか、それが大きな仕事になろうかと思います。 

また、地域で共同管理するという事の中で、保全対策も盛り込まれております。その

ことから、現在、浜中町で色んな活動をされている団体さんとも協力をしながら、森林

植樹活動ですとか、あるいは小中学生を対象にした環境学習ですとか、そういった事も

共同事業の中でやれるようになっておりますので、今後、詳細については、一応４月設

立を目指しております。この協議会が出来ましてから、事業内容について、最終的な決

定をして参りたいと考えているところであります。財産取得の議決という事でございま

すけれども、これは開発から町の方に、恐らく４月１日付で財産の移譲契約を行いたい

という形で書類での提出があろうかと思います。その契約を持って、国から町に移譲と

いう形になろうと思いますので、御理解をいただきたいと思います。議決の件に関しま

しては、私も、そこまでは勉強不足という事がございまして、通常、土地改良事業で行

った資産の移譲については、議決を要さないというふうに記憶をしておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番（竹内健児君） 私さっきも言いましたけれども、６月と９月の一般質問の中で

この問題は取り上げている訳であります。土地改良法上、今の段階で議決承認は必要と

されていないと、だけど施設完了後の議決を考えているという答弁をされているのです。

これはどういう意味なのか。お答え願いたいと思うのですが、町議会の中で町長がこう

いうふうに言われているんです、事業完了終了時に、上流農家負担分は議決するという

考えだと。それで、浄水場の負担額をどうするかについては、完了してから考えて行き

たいみたいな事を言われているのです。 

その時に、どうして約束事が明確ではないのに、根拠がないんじゃないかと言う事を

言ったのですが、酪農を守るこういう観点が１つと、町民のライフラインを守って行く

と、当時は、水が凄く濁ったりカルキの匂いがしたりという事が、ある程度続いていた
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んですね。そういう点で、塩素量を少なくする為の対策であると、ご理解願いたいと、

これは町民全体の事だというお話があったんです。それは良く分かるんです。それを、

どうこう言うつもりはありませんけれども、その点では、町民に理解できる内容でなけ

ればならないだろうと負担するにしても。６戸の農家の負担分だと、その周辺にまだあ

るんじゃないですかと。後の農家については、どうなんですかと言ったら、これは昭和

４７年浄水場が建設されたと、それで４９年に給水を開始したと、５７年に農業公社の

施設事業、パドックだとか尿溜めだとか堆肥場等、これを造るのに、その利子補給を、

この上流の６戸については、この範疇で考えたいという答弁です。 

今回も、かん俳の町の負担分については、その６戸に限定していると言われています。

そういう説明もされている訳です。その財源の捻出は、どうするのですかというお話の

中で、浄水場関係でやるのか、あるいは水道会計でやるのか、一般会計でやるのかとい

う点では、今度検討して行くというような事で、不明確なままに進められて来て、そし

て、今回の繰り上げ償還の中で、一般会計予算の中に出されているという事になると、

これで議決になるのかどうか。これを認めれば議決は終わったというふうになるのでし

ょうか。という事で聞きたいのです。 

それと町の負担分というのは、取水施設・導水施設・送水施設・用水施設・排水施設

分が町の負担になるのですね。ところが農家の受益者の負担分というのは、受益者負担

でしょう。肥培管理施設ですよね。ここが受益者負担であるとすると、経理上は、これ

は農家の負担分の中に入れるべきであると。それを町が何かの財源で補うというやり方

でないと、私はおかしいのではないかなと思うのです。それが町の、用水だとか取水だ

とか導水だとか、そういう町の負担分に掛かる訳であります。高梨の分は、そこに掛か

るというのは分かりますよ。それは当たり前の話なのですけれども、それで高梨の分は、

後で高梨乳業が自分で負担して入れると。それを財源に出来るから良いのですけれども、

町の負担分については、一端起こして起債を上げて、その中で、全部含まれているんだ

というのは、私は理解出来ないので、その中での説明をしていただきたいと思うのです。 

歳出の面では、町の負担分は７億３，７８３万７，０００円で、それから歳入の部分

について言えば、町の負担、地方債では７億２，１６０万円と差があるのですけれども、

これは一体どういう事なのかという疑問もあります。 

それから農家負担分については、歳出の面では９億３，１３２万５，０００円、歳入

の部分については、農家負担とその他でありますけれども、農家負担分は９億４，７５
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２万４，０００円、これも若干差があるのですが、その他で３万８，０００円、これは

数字の１０万単位とかで地方債か何かで獲る時に端数を切り捨てるという事からでき

てると言っているというお話があるのですが、この辺で見ると、許せないところがある

のですが、その辺の説明はどうされてくるのか。お答え願いたいと思います。 

いずれにしましても、はっきりとした町としての、こういうものをやるんだ、こうい

うふうに理解を求めるんだ、という事であれば、それはそれなりに理解が出来るのです。

今の段階では、私の頭の中では理解が出来ないという事があります。 

それから、新規就農の関係ですけれども、今お話がありましたので、大体分かりまし

た。今年は１法人４個人、総計５戸で増えているという事ですね。それで、それに関し

てですけれども、新しい制度が国で４月１日から始まりますと言った場合に、この制度

が、今年は利用出来ないだろうけれども、来年から出来るというような、そういう項目

というのは、新規就農に関しては検討されていますか、その点お聞きしておきたいと思

います。国営土地改良施設の関係での、協議会の内容につきましては、これからかん排

事業の肥培施設の部分が委譲されると、その管理について、やる組織だという事が言わ

れました。相当、私はこれを見ているとお金が掛かる事ではないかと思うのですけれど

も、この内容でやって行けるのか。どうなのか非常に不安があるのですけれども、大丈

夫だというお考えでしょうか。国から出る部分の２５％は、地元負担だよという事で、

総計では１，２００万円くらいでやって行くと、これは浚渫も含んでやる訳ですから、

年によっては、たいぶ掛かかる年もあるし、掛からない年もあるけれども、そういう点

では大丈夫かなというふうに考えておらますか。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 沢山再質問いただきましたけれども、最初の水対策の関係

で、西円地区の農家の方々の肥培施設等々の掛かる負担金については、町が持ちますよ

と。この経過については、先ほども申し上げましたように、１６年６月の議会で、私が

農林課長を引き受けた時に、その件については、一定の結果が出ているとお聞きしてい

ますので、今ここで私から言える事は当然、西円の農家の方々も、それなりの肥培施設

を管理していますので、これに掛かる負担金を当時、石本町長は明確に町が負担すると、

そして、その負担する財源については、事業の完了後に検討しますよと。私も議事録を

読ませていただきました。私の記憶では、議決がどうのこうのという記述はなかったよ

うに記憶しています。町長が申し上げているのは、この負担金を含めて、町の負担金と
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合わせて、水道会計で見るか、一般会計で見るかを含めて結論を出します。というお答

えをしています。 

この事業完了年度の２３年度末を迎えますので、来年度の償還に向けて、町はいわゆ

る負担金も含めて、町の負担金として７億数千万円、先ほど、それは農家分に入るんじ

ゃないかと、入れるべきではないかという御質問でございますけれども、これは、国か

らは農家分が幾ら、町分がいくらと請求がくる訳ではないのです。要は１本の事業です

から、１つの事業で受益者たる農家の方々が払う分が幾らで、町が払う分がいくらです

よと、便宜上分けているだけですから、今おっしゃられている西円の５戸分を町の負担

に入れようが、農家側に入れようが、それは事務方のやり方次第という事で、それは別

におかしい事でも何でもないと思っております。 

また、歳入と歳出の額が違うという事で御質問があったかと思いますけれども、それ

について若干時間をいただきたいと思います。新しい制度について、新規就農者の部分

ですけれども、利用できるのかという御質問だったと思うのですが、これは今、国が定

めました新規就農者に対して、研修前援助資金と言いますか研修後、自ら就農した場合

の経営支援という形で１５０万円とか２００万円という数字が言われていますけれど

も、本町の場合は、ご案内のとおり新規就農といっても、酪農が主体で現在のところ酪

農の方ばかりでございますから、この新制度にのって該当しないという事ではございま

せん。該当にはなるのですけれども、所得要件がございまして、新規就農をしたのは、

いわゆる所得２５０万円以下の人は該当にならないという事でございますし、また研修

期間中、これについては実は、新たな交付金を受ける為の仕組みといいますか、それが

定められていまして、各自治体でいわゆる農地・水・保全プランといいますか、そうい

った協議体を作りなさい、その協議体を作って、これから浜中町として例えば、畑・農

地、どういうふうに将来に渡って守っていくんだよという、一定の地域協議が成立した

ところには、今言ったように、そこに新規就農したいという方々が居れば、研修前・研

修後の応分の支援金が受けられるという仕組みでございます。 

現在、農林課としては、今後に向けて協議も進めて行かなければならないと思ってお

りますし、現在の所、例えば対象者がどのくらい居るかとか、そういった事前調査はま

だしておりません。いずれ今後、そういった協議を検討して行かなければならないと考

えているところであります。 

また、いわゆる農地・水・保全向上対策協議会の負担金３００万円にかかわる部分で、
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先ほど申し上げたように、地域で共同の協議会を立ち上げると申し上げました。この協

議会は、議員先ほど、肥培施設とおっしゃっていましたけれども、肥培施設ではござい

ません。いわゆる排水路がメインになります。川とかそれに付随する土砂だまり、調整

池とか池ですね。そういった関係の維持管理がメインです。それと緩止林ですとか、今

の時代ですから、環境に関する保全活動の学習会なんかも、その活動に含まれるという

事ですから、そういった事もやって行きたい。肥培施設の管理については、別途に管理

組合が出来る予定でございますので、そちらで管理することになり、これは町の施設で

すけども、４月以降は使用者と無償の賃貸契約を結んで利用してもらいます。利用にか

かる全ての経費は、利用者負担という形で、個々に管理してもらうというような形にな

ろうかと思います。 

全体としては、管理組合という形で位置づけしますけれども、実際の利用と維持管理

は、あくまでも利用者負担という形で、肥培施設の方は考えておりますので、肥培施設

と、これは排水路の維持管理という事で御理解をいただきたいと思います。 

先ほどの予算の関係、歳入・歳出の関係でございますけれども、歳入につきましては、

農家負担のほかに、高梨乳業さんの分も、歳入として当然見ていますので、高梨乳業さ

んは、支出では町の方に含まれていますけれども、町が代わって払って、その分を高梨

さんから歳入で貰いますから、農家負担者が納めるべき額に、高梨さん関係の分が足さ

さるので多くなるという事でございます。数万単位の違いについては、起債の関係です

とか、財源措置の関係での違いという事で、一般財源からの持ち出し分ですね。起債は

あくまでも１０万円単位でしか借りられないものですから、その関係で、一般財源から

４万２，０００円補てんするという事で、御理解をいただきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 竹内議員。 

○８番（竹内健児君） 数万単位ではないんです。これは歳入と歳出の違いだったら、

地方債の不足分というのは１，６２３万７，０００円、それから受益者負担の分が１，

６１９万円近く、この差が３万８，０００円ということは、国がやる事だから、それは

関係ないと、お金を払えば良いという考え方ですけれども、私はそうではないと思うの

です。 

例えば、町負担分の総事業費がいくらあるかと、その５％が町の負担分ですよという

事になるですね。肥培施設については、受益者負担だよと、総工費はいくらだと、その

５％が受益者負担だよというふうになる訳です。だから高梨乳業の場合は、当然、町の
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負担分の中に入らざるを得ないんです。そこで計算されるはずです。それは中では、こ

ういうふうにやっているんだという理屈にはならない様な気がするのですが、そのこと

が１つと、それから議決の部分について、私は何回も一般質問のテープを起こし聞いて

いるのです。それは現町長が農林課長の時に明確に答弁されているのです。 

とにかく、こういう状態だから理解して欲しいと言うのは、解ります。しかし、議決

をしても、しなくても違法にはならないんだと、土地改良法上の問題だという事ですね。

違法にはならない、私はその事に固執する訳ではないですけれども、でも筋が通るとし

たら、やっぱり町民に対しては、こういう事で議会も認めましたよという証が必要じゃ

ないですか。 

確かに、私は上流の農家が憎くて言っている訳ではないのです。やっぱりそこに金額

にしたら３，３９１万５，０００円上流の農家の負担、あの当時は２，６９０万円くら

いですよね。これも上がっている訳であります。多分、資材も上がっているからでしょ

うけれども、そういうふうに変わっていく訳ですよね。当然、時間が経つと、私は１０

年ぐらい前の議事録をみても、テープを聞いてもらっても解ると思うのですけれども、

議決の問題は明確に述べられている。それでは議決というのは、議会の議決ではないん

だよと、あるいは町長の部下に対して、こうしなさいという議決なのか。そういう辺り

はどうですか。議決というのは、議会でやる事ではないのかと私は思っていたので、そ

の点について、私の考え方が間違っていれば、間違っていると指摘してください。 

○議長（波岡玄智君） この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後 ３時１４分） 

（再開 午後 ３時４９分） 

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議案第２７号第５款農林水産業費の質疑を続行します。 

農林課長。 

○農林課長（箱石憲博君） 歳入・歳出の違いといいますか、予算の関係でご説明をさ

せていただきますけれども、その前に再三ご質問があります、いわゆる受益者負担の農

家分、町負担分ということで、もう一度御説明をさせていただきたいと思います。御案

内のとおり、今度のかんがい排水事業の実施につきましては、総事業費３３３億６，９

８３万９，８６０円で完了を見る予定でございます。この内、いわゆる受益者農家負担

分といたしましては、先ほど来、肥培施設のフル整備、小規模、水道のみ、あるいは設
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計のみとありますが、総事業費１８６億２，６４９万９，８６０円、この事業費に対し

受益者負担５％という事で、９億３，１３２万５，０００円となります。町負担分用水

路まとめていますけれども、用水路、排水路、その他という事で、総事業費１４７億４，

３３４万円、これに対する負担金５％で、７億３，７８３万７，０００円となります。

その他事業で８億２，７１０万円程、事業費が掛かっております。その他の内訳の中に

再三言われています、三郎川の水源対策と致しまして、農家５戸分の肥培施設の事業費

６億７，８３０万円が含まれています。負担金にいたしますと、３，３９１万５，００

０円となります。 

また、高梨乳業さんにかかる水道施設の引き込みについても、総事業費３億５８０万

３，０００円負担金にしますと、１，５２９万円が含まれております。その他、この事

業を進める上でいわゆる農家者負担にそぐわないもの、それが若干ございまして、先ほ

ど申し上げた、その他８億２，７１０万円の事業費となっております。この事から町は、

これを単純に受益者たる農家負担と町が実際に支払うべきものとして、付託分に農家負

担分、町負担分というふうに分けてございます。この町負担分７億３，７８３万７，０

００円の中には、先ほど来申し上げていますように、高梨乳業さんの分、あるいは水資

源対策の農家５戸分の負担金、それと事業の施行上農家者負担にそぐわないもの、こう

いったものが含まれていまして、トータル町の負担分として計上していますのは、７億

３，７８３万７，０００円でございます。この数字を基に町は財源として、いわゆる辺

地債を使いたいという事で、起債の歳入欄を見ていただければお分かりかと思いますけ

れども、この７億３，７８３万７，０００円の内、いわゆる高梨乳業さんから入ってく

る分、それと実は数字が小間く申し上げておりませんけれども、設計コンサルから入っ

てくる分９０万９，０００円が含まれて、これを差し引くと７億２，１６０万円の起債

になります。 

先ほど来、申しています３万８，０００円は、起債は１０万円単位でしか借りられま

せんので、一般財源の持ち出しと。また、歳入の違いにつきましては、９億３，０００

何がしの農家負担分に、今申し上げたように、高梨さんが納めていただく１，５２９万

円と設計会社が納める９０万９，０００円が含まれていますので、その分が農家の受益

者負担金より多くなっているという事でございますので、よろしく御理解をいただきた

いと思います。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 
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○町長（松本博君） このお話は、平成１６年の当時は石本町長で、農林課長は私であ

りました。 

当時、多くの事を竹内議員と議論させてもらいました。その中で特に多かったのは、

今回のやりとりの中でも、若干ありましたけれども、かん排という事業の、農業でいう

水源対策と、それから町民が飲む水のライフラインの水源対策、この２つの側面を持っ

て、多くの議論を重ねられました。 

そんな中で、私どもは抜本的、そしてまた水の事については、国営的な対策だから是

非やらせてくださいという事でお願いしました。最終的には竹内議員が解ったよと言っ

てくれたと思っていますけれども、その中で、今日まで来ています。当時その中で議決

とかありましたけれども、当時はやはり概算でしか出せなかったんですね。規模だとか

規格というのも、最終的には決まりませんでしたし、結果的に概算で２，８００万円出

たのが３，０００万円になったという事であります。それが今回しっかり確定出来たと

いうのが、今回の数値だというふうに思っています。 

それともう１つは、会計上でどうするんだという町長が言っていましたけれども、そ

の時も、やっぱりライフラインの事があったから水道会計でも負担するのかという事が

あったと思うのです。ライフラインという言い方からすると。農業サイドでは、かん排、

肥培施設の水だと言っていますけれども、一方では水道水となったライフラインの形に

なりますけれども、水道会計そんな議論が重なって、会計上でどっちの会計で出すのか

という話になったのかもしれません。結果的に今回提案するのは、一般会計で、営農用

水と同じグループです。営農用水も一般会計でやっていますから、営農用水と同じグル

ープで肥培の水も対策をするという事で、一般会計にさせてもらいました。 

それから議決の関係でありますけれども、額の確定が出来ていなかったという、当時

の話があります。今回かんがい排水事業の受益者負担、それから町負担と分けた事、凄

く大きな数字でありますけれども、これが私は議決事項だと思っています。そして最終

的には、高梨さん等との関係の調整があって、最初に町負担がいくら、それから受益者

負担・農家負担がいくらとなっていますけれども、あくまでも、この負担は受益者負担

という事で、町に１枚の紙で負担金の額が来ます。今回も繰り上げ償還するという事に

なってくると、１６億円何がしの紙が１枚来て、それを振り込むという形になります。

内訳については、今回、議決をいただいて農家の皆さんから貰ってくる。 

それから、また町でしっかり起債を借りる手続きをとらせていただいて、４月以降す
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ぐ払っていただくスタイルになると思います。本当に多くの議論を重ねた結果、やっと

ここまで来て、これから酪農も含めて水源対策も含めて、万全な態勢に近づいたと、繋

がったという事で思っているところであります。よろしくお願いします。 

○議長（波岡玄智君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 次に、第６款商工費の質疑を行います。 

７番川村議員。 

○７番（川村義春君） １点だけ１８３ページの観光施設に要する経費の、農村公園ト

イレ改修工事でございます。これについて工期の話をされたと思うのですけれども、聞

き逃したかも分かりません。工期をまず教えてください。 

○議長（波岡玄智君） まちづくり課長。 

○まちづくり課長（越田正昭君） 工期については、６月の予定をしておりますけれど

も、現状の中で、今４月に入札を掛けていただきながら、５月・６月の２ヵ月の中で着

手、完成を６月末から７月の初めという事で予定をしております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 次に、第７款土木費の質疑を行います。 

１番田甫議員。 

○１番（田甫哲朗君） １９７ページの公営住宅建替えに要する経費の委託料、要する

に寿命を延伸する為に、策定業務という説明ですけれども、具体的にどういう事をなさ

るのか。 

それと、その下の工事請負費、これは多分、来年度茶内にもう１棟同じものが建つの

だろうと思います。金額が若干上がっています。３００万円位上がっているのですけれ

ども、これは単純に資材高騰による積算の違いなのか。ほかに何か要因があるのかをお

聞きいたします。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（酒井俊一君） まず公営住宅等長寿命化計画策定業務委託料に関して

でありますけれども、この内容につきましては、それぞれの住宅の建設からの経過年数

や、経年劣化状況等に応じて修繕・改善・建替え等の、長期的維持計画を策定するもの

であります。 
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それと工事請負費についてでありますけれども、これについては、この計画が工事の

３年目最終年になりますので、排水関係の外構工事が２３年度より増えておりますので、

その面で工事費が増額になっております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１番（田甫哲朗君） 新築工事ですけれども、という事は、その前に今年度までで２

棟出来ていますけれども、そこも含めた外構工事と理解してよろしいでしょうか。その

点まず１点。 

それと、劣化に伴う調査という事ですけれども、長寿命化を図るというのは、どの辺

で寿命の延伸が図られるのかを分かれば、お答えいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（酒井俊一君） まず工事請負費についてでございます。敷地全体２２・

２３年度分、それも含んでの排水工事あるいは、さっき言いもれましたけれども、盛土

関係、コミセン側の団地の方が低くなっておりますので、それらに対しての、法面整成

型と張り芝、それらの外構工事の分で増えております。 

それと長寿命化計画ですけれども、これについては、建物個々というよりは、建物全

体のストックと考えまして、それを改善・修繕等を含めまして長寿命化していくと。そ

れと、今やっております茶内団地の建替え、そういうことも含めまして、町全体として、

不足を長寿命化していくというような事でございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ７番川村議員。 

○７番（川村義春君） １点だけお願いします。１９３ページの町道維持管理に要する

経費の工事請負費ですけれども、説明が茶内通学路、暮帰別、新川の前浜というふうに

聞いたのですけれども、聞き洩らしたので、この事業をゆっくりと話をしていただきた

い。 

それと財源は何を用いるのか。例えば防衛調整交付金を使うだとか、事業調べでは財

源が入っていない一般単独みたいな形ですけれども、その辺がどうなっているのか。そ

れぞれに予定工期があれば教えていただきたい。お願いします。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課主幹。 

○建設水道課主幹（中川亮君） ただ今のご質問にお答えいたします。町道の関係でご

ざいますけれども、全体で３，０００万円、その内訳といたしまして茶内通学路、これ

は延長が５０ｍ、幅が５．５ｍ、全体幅員が７ｍ、片側歩道は２ｍで、概算工事費を９
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００万円と予定しております。 

２件目は、暮帰別９号道路、これは延長が７６ｍ、総幅員が３ｍ、概算工事費が５５

０万円、それから新川前浜道路、これは排水側溝の整備を考えております。延長的には

６０ｍで、概算工事費が３００万円、茶内原野西７線道路延長が５００ｍ、幅が個別に

若干変動がありますので、平均幅で６．６５ｍ、これはオーバーレイです。舗装の嵩上

げです。それで概算工事費が約９００万円、他に霧多布市街２条通り、これもオーバー

レイで考えているのですけれども、他で約３５０万円程というふうに考えております。

合計で３，０００万円という形で予定をしております。これは全て防衛の交付金等は入

っておりませんので、単独費という事でございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） ほかにありませんか。 

１０番加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） ２点お願いします。１点は１９０～９１に掛けて道路橋梁総

務費の橋梁台帳を質問させてもらいます。橋の事で防災計画等、早急に求められている

のですけれども、その中で良く出てくるのが、震度６強の地震の時に耐えられる橋を、

というのがありまして、具体的に言えば仲の浜を中心とした琵琶瀬の橋、それから新川

の橋、湿原センターの寿磯橋、火散布に掛かっている橋、これらが震度６強に耐えられ

るかどうかというのが、常に話題になっているのですけれども、現在あるそれらの橋と

いうのは、耐震から言って大丈夫な橋なのかどうか。 

それと、そういう話題が出ている時に、防災対策として、これらの橋を変えるという

そういう考え方があるのかないのか。それから、これから調べようとしているかどうか。

そのところの考えを聞かせていただきたいと思います。 

それから、もう１つは１９５ページの藻散布４号道路改良舗装工事についてです。こ

れは、前から自分が質問をしていて、土地の問題とか色々あったのですけれども、今年

度、改良舗装工事をするという事があって４，５００万円が付いたと、いよいよ今年や

るのかなと思いますが、どのように、あそこに道が出来るのか。青写真を集落の人方に

見せて説明しているかどうか。そういう中で、説明が十分されて、皆さんの賛同が得ら

れたのかどうか。この２点お願いします。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課主幹。 

○建設水道課主幹（中川亮君） 橋梁台帳に関連してのご質問だと理解いたします。議

員おっしゃった橋は全て道道に掛かる橋でございます。それで道道の耐震と言いますか、
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その震度６強という形のものは今、こちらでは資料を持っておりませんので、はっきり

した事は言えませんということであります。 

それと、藻散布４号道路に関してでございますけれども、全体の延長が３４０ｍ、幅

員は白線の内々で３ｍ、全幅で５ｍ、両側トラフで考えております。これに関しては、

昨年の時期は記憶にないのですが、地元での説明会を開きまして、殆どの関係者に出席

していただきまして説明をしてございます。それで計画どおりやってよろしいという形

で押さえております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 道道の橋の新川橋、寿磯橋、琵琶瀬橋の関係で、防災の観

点から私ども総務課の方で確認しておりますけれども、震度６強の震度には耐えられる

と聞いております。 

ただ、一部新川橋ですとか、霧多布大橋なんかは取り付けてあるのですけれども、い

わゆる揺れによって道路と橋の間に、平成１５年の十勝沖地震の時も２０ｃｍくらいの

段差が出来たのですけれども、その段差を解消する為の踏み掛け板という、橋から伸ば

した踏み掛け板という表現をしているのですけれども、それは新川橋ですとか霧多布の

大橋はついていますけれども、湿原センターのところの寿磯橋が実は付いておりません。 

それで平成１５年には段差になったのですけれども、その辺につきましては、今北海

道の方で、２４年度の予算にもられたかどうかは確認していないのですけれど、大急ぎ

で調査設計掛けると、そして出来れば、その踏み掛け板を設置して、段差が出来ないよ

うにしたいというお話までは伺っております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１０番（加藤弘二君） 担当者の方では、これは道々なのでという事がありましたけ

れども、浜中町の問題ですから、道のものであれば安心出来るように、道に要望して、

新川橋や大橋は踏み掛け板というのが付いているけれども、他の方もまた要望するとい

うのは引き続きやって、防災計画になった時に、橋の問題が出た時に、橋は大丈夫だと

町の方から言えるような、そういう体制は作ってもらいたいと思います。これは特に答

弁はいりません。 

それからもう一つ、藻散布４号道路ですけれども、殆どの方が出席して参加されたと

いう事ですが、道路を作る時に、昆布等が始まると大変ですよね。６月中旬から１０月

の１０日くらいまで、その辺の所は外して、工事をする事になったのか。 
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それから、冬になるとあそこは狭いから、除雪も大変なので、雪が降る前に工事が完

了出来るような、そういう事が良いのかなと思うのですけれども、その点について、工

期はどんなふうに考えておられますか。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課主幹。 

○建設水道課主幹（中川亮君） 議員仰せのように周りは干場でございますので、昆布

時期の工事は避けようと考えております。工期の設定ですけども、やはり１０月の初旬

まで掛かるという事ですけれども、考えとしましては、９月末の入札、それで雪の関係

もございます。若干、今回は延長的に長いのですけれども、やはり、雪が根雪にならな

いように舗装という形で、１月程度と今年と同じですけれども、そういう形で工期を設

定したいと考えております。 

工期に関しましては、出来るだけ早く発注したいというふうには考えておりますけれ

ども、それも昆布の関係等考えまして、個別に何月というのは、今のところ、これから

積算等考えていますので、出来ないのですけれども、予想で申しますと茶内通学路、こ

れは５月程度の発注、それと暮帰別９号、新川前浜、西７線もですけども、昆布等は関

係ありません。 

ただ、出来るだけ早期発注に努めたいと考えておりますので、御理解願いたいと思い

まうす。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ほかにありませんか。 

３番鈴木議員。 

○３番（鈴木敏文君） １９５ページの町道整備委託料町道用地確定業務ですね。 

１４０ｍ説明では火散布、丸山道路という事になりますけれども、この場所を確認さ

せていただきます。 

○議長（波岡玄智君） 建設水道課主幹。 

○建設水道課主幹（中川亮君） この用地確定に関しましては、昨年、丸山散布の道路

改良工事を行いまして、そこの用地が、まだ未確定だったものですから、あそこは田中

さん倉田さん、大蔵省の土地等々がありまして、それの確定作業、そして分筆して町に

なっていないものですから、その為の測量ということであります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 次に第８款消防費の質疑を行います。 
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４番菊地議員。 

○４番（菊地哲夫君） 防災対策に要する経費の備品購入費の中で、色々と聞いたので

すけれども、消防費の中で聞きたいと思います。ストーブとか発電機等、色々と備品を

買うという事でございましたけれども、その中で何々があるか、全部聞きたいと思いま

す。 

その他に、何処の避難場所に、そういう発電機等設置するのか。また、避難所に色ん

な備品等置いていると思いますけれども、今回不足になった所もあると思います。そう

いった事で、補給して備蓄をしているのか。そこを全部聞きたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 主な備品につきましては、食料を中心に、今まで備蓄をし

ておりまして、例えば、昨年の大震災３月１１日以前は、色んなアルファ米ですとか、

乾パン、ビスケットですとか９，０００食程、備蓄しておりまして、３月１１日には約

３，５００食使っております。 

それで今回、昨年の補正で追加しておりますけれども、今現在、食料を全部合計しま

すと、８，８２０食、ゆうゆ、文化センター、総合体育館、霧多布高校、散布小・中、

茶内支所、浜中支所、浜中消防署、散布保育所、貰人会館に分散しながら保存しており

まして、平成２４年度、この度の予算化におきまして３，２３０食程用意して、合計で

１万２，０００食が一次的には保管になります。 

ただ、これは殆どの物は５年の賞味期限といいますか、保存期限は５年ですので、順

次入替て置きますので、今年度買った時点では１万２，０００食になりますけれども、

切替の部分が多少出てきますので、若干、減るかと思います。その他に、水それも５年

保存水、２リットルのペットボトルに入っている水が６００本ですとか、その他、今ま

では土嚢袋ですとか、それからトイレの関係が、阪神大震災の時に非常に問題になった

という事で、水洗トイレが使えなくなった時に、簡易トイレというのですか、段ボール

箱の中にビニールの袋を入れて、その中に用を足して消臭剤とかを入れて、別な所に処

分するというような、トイレ関係も用意しておりますけれども、給水車から貰う時の給

水袋というのですか、それも以前からは４００枚ほど、それから水道課でも用意してお

りまして、例えば、給水車から入れ物が無い時に、配布するような給水袋だとか、懐中

電灯、トランシーバー、拡声器、土俵袋、それから先ほど言った簡易トイレの屋外で使

う時に、それを覆うようなテント、それらも用意しておりまして、今回予算では、食料
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が主になりますけれども、その他に、発電機用にガソリンを入れておくタンクですとか、

それから怪我等の対応をする為に、救急箱というのですか、それを各地域に配布出来る

ようにと思いまして、救急箱は５０人用５セット、２０人用を４セットで、９セットを

新たに追加したいと考えております。 

それから、以前からボックストイレも用意していたのですが、それらもプラスアルフ

ァーしたいと考えております。あちこちに分散配置は、ある程度しているのですけれど

も、それらも更に、今まで中心的にゆうゆ、それから支所、主な学校という形で、備蓄

はある程度分散はしていたのですけれども、今後も更に避難施設になります、公の集会

施設ですとか、学校に更に細かく分散配置していくように考えておりますので、御理解

いただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 菊地議員。 

○４番（菊地哲夫君） 今主に食料という事でございましたけれども、発電機やストー

ブは何台という話は聞けなかったのですけれども、避難施設を述べられたのですけれど

も、その中に姉別改善センターは入っていないんですよね。これは奔幌戸地区の方々、

今回の災害で避難場所はあったけれども、避難所が無かったという事で、大変な思いを

したという事を聞いて、自治会どうしで、これは姉別に是非来て下さいと、姉別改善セ

ンターを避難所として、お願いしているはずですけれども、ここに備蓄品が何もないと

いう事で、毛布とかはどのようになっているのか。 

今後やはり、そういう事を、きちんとやっていただきたいと思います。姉別の方も、

それから毛布などもどのようになっているのか、人数分、大体間に合うだけの確保があ

るのかどうなのか。その辺ちょっと聞きたいのでお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 毛布もやはり大事で、元から用意してありまして、今、全

部あちこち分散備蓄しているのですけれども、今現在、保管しているのが１，０８０枚

で、ただ、人数分ということになりますと、例えば、海岸線全体で考えますと、約３，

５００人おりますので、海岸線分を、全て１人１枚間に合うというような状況ではあり

ませんので、この辺につきましても、増やして行かなければならないと考えております。 

それと、もう一つ奔幌戸地区地域の方が、避難所として姉別改善センターを利用する

というお話、地域の方からお聞きしておりましたし、その為には、毛布や食料だとか、

備蓄用品を用意していただきたいというお話を伺っておりますので、それは今後、購入
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した中や、今ある分散備蓄の中で、きちんと対応したいと考えておりますので、御理解

いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 菊地議員。 

○４番（菊地哲夫君） 姉別の方もやるという事で、なるべく早急にお願いしたいと思

います。 

この防災対策は、やはり住民と一緒になって、やっていかなくてはならないという事

に思います。そういった事で、いち早くやっていただきたいと、予算を組んでいただい

て、町でも色々と反省する点はあるのではないかと思います。そういった事で色々あろ

うかと思いますけれども、早急にお願いしたいと思います。早急にお願いするという事

は、今来るかも知れない災害でございますので、やはり動かない事には、何も出来ない

ので、よろしくお願いしたいと思います。何かあればお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 備蓄用品、それから避難施設に関わらず、災害対策につき

ましては、今回特別委員会も設置したという事で、早急に対応して参りたいと考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） ５番成田議員。 

○５番（成田良雄君） それでは１９９ページ防災会議委員に要する経費、報酬８，０

００円が計上されておりますけれども、これはいつ起こるか分からない災害でございま

す。そしてまた今後、特別委員会で審議をして行きますけれども、今から準備をしてお

くべきという事で質問をさせていただきます。 

まず、この防災会議は災害対策基本法に則って、組織を定めて町もいると思います。

まず構成員の内訳、あと人数、そして、これは特に地域防災計画を作成し、その実施を

推進するという事で、防災計画の見直しをしようとしておりますけれども、過去にどの

くらい開催して、２３年度においては、何回開催したのか。まず、その点質問をお願い

したいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 防災会議委員の関係につきまして、人数につきましては１

５人です。構成員の内容ですけれども、釧路開発建設部の次長さん、釧路海上保安部、

陸上自衛隊の第５旅団、釧路総合振興局の地域政策部、釧路総合振興局釧路建設管理部、

旧土現です。それから、釧路総合振興局の保健環境部、厚岸警察署、厚岸警察署の霧多
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布駐在所、教育委員会、教育長さんに出てもらっています。それから浜中消防団の団長

さん、釧路東部消防組合の消防長さん、JR 花咲線の花咲運輸営業所さん、東日本電信

電話株式会社、釧路医師会という事で、町長含めて１５人という事になります。 

それで、この防災会議の役割として、浜中町地域防災計画を策定するという事になっ

ておりまして、この為に年１回、今回２４年度は、１回の予算要求でございますけれど

も、平成２３年度においても１回要求していたのですけれども、地域防災計画の見直し、

修正が出来ていませんので、２３年度につきましては開催しておりません。以上でござ

います。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○５番（成田良雄君） 了解しました。もう１点問題にするものは、その防災計画を立

てますが、その中に女性の構成員が居ないという事でございます。 

ですから、やはり女性の意見を聞く場もないし、また、今４番議員の質問で、避難所

において、そういう子育てに合う備品とか、女性が必要と思われる備品とか、そういう

のは、一切避難所には備蓄されていないという事ですね。各１６２自治体に調べたので

すけれども、女性が０という自治体が４４％、意見を聞いていないというのが５５．４％、

避難所の整備・運営は女性の視点や子育てニーズに反映しておりますか、という質問を

したところ、４７％の自治体がしていないという、アンケートの中での結果でございま

す。 

今後、災害基本法に則っての説明でありますけれども、国においても、災害基本法を

改正するとこのように言っています。国においては、今回の防災会議において、３割の

女性が構成員となったそうでございます。そういう意味で、今後国においても、地方自

治体において何名か、女性の意見を聞く、そういう構成員を補正しなさいと多分通達が

きます。今後そういう事になりましたら、しっかりと防災会議構成員を我が町としても、

取り組んでいってもらいたいと、このように思いますけれども、その点いかがでしょう

か。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） 防災会議の委員につきましては、議員おっしゃるとおり、

防災基本計画に基づきまして、それぞれ構成員の選出が、例えば指定地方行政機関の職

員ですとか、北海道の知事部局の職員ですとか、警察の職員という形での委嘱を申し上

げているところでございます。 
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今、お話のありました女性の意見、確かに避難所の運営にしても、必要な事と考えて

おりますので、防災会議の１５人だけでやるとは限らず、オブザーバー的に、色んな団

体の方も入れて会議をする事には、全然問題はなくなっておりますので、女性の登用に

つきましては、検討していきたいと思いますし、通達等がありましたら、その通達に沿

った形で、進めて行きたいと考えております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○５番（成田良雄君） どうか通達がなくても、オブザーバーの中でたくさんの女性の

意見を聞く場を設けていってもらいたいなと。そういう意味では、備品購入、今回計上

されておりますけれども、早急に補正なりで結構でございますけれども、子供のミルク

なり、紙おむつなり、女性用の備品なり、高齢者用の必要備品なりを、これもある程度

の大きな避難所に設置していただきたいなと、このように思う訳でございます。 

また情報ですけれども、簡易トイレを用意しているという事でございますけれども、

今年で下水道は、２４年度で終わりますけれども、沢山の方が来てトイレが溢れ出て衛

生上大変だという、今回の東日本の避難所であったそうでございます。浜中は該当する

かどうか、分かりませんけれども、マンホールトイレというのがあります。それは下水

管を、要するに避難所の屋外に設置して、多くの方が避難してトイレが間に合わないと

いう時には、そこに簡易トイレをマンホールの上に設置して、そして即それを下水道に

流すという、本当に緊急を要する方法もありますので、浜中町は、どうかは分かりませ

んけれども、情報としてマンホールトイレという方法もありますので、付け加えておき

ます。 

また、この発電機ですね。今年度、我が町内会においても企業と提携を、今予定して

おりますけれども、ライフラインが切断した時に、やはり一番冬の期間で必要なのは電

気ですよね。発電機が必要になるのです。この発電機を即供給出来るように企業との提

携も必要ではないかと、このように思う訳でございます。 

ですから、我が町内会において改善センター、今年１時間ほど停電になったんです。

しかし家庭用の発電機を持ってきても電気が起きなかったので、１時間半ほど寒い思い

をした事があります。避難所において、電気が停電だという場合には、この発電機の供

給が本当に大事だと。ストーブも燃えないし、温かければ少々食料が無くても、やはり

我慢が出来るのですけれども、そういう意味で、この発電機をうちの町内会においては、

３機ありますので、何か停電した時には発電機を、そしてストーブを焚いてもらう、電
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気を少しでも明るくしてもらおうというという事で協定を結ぼうと、今計画をしており

ます。町においても、各企業にそのようにお願いをして、発電機の供給もどうかと思い

ますけれども、その点、先ほどの備品購入と合わせて、今の件について答弁をお願いし

たいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（上田幸作君） ただ今お話しいただきました、お年寄り子供、それから身

体の不自由な方、女性の方、そういった方々の生活必需品といいますか、それらの洗い

出しですとか、それからお話にありましたマンホールトイレ、先程簡易トイレというお

話をした中で、マンホールに穴をあけて、そのままする訳にも行かないので、そこを覆

うような、イメージとしてはチカ釣りのテントのような物も１０張り用意しております

ので、そういう利用の仕方も出来るかと思います。 

当然、この冬場のストーブを焚くための電気を使わないストーブですとか、昔のポッ

ト式というのですか、そういうストーブですとか、電気を使う場合の発電機ですとか、

そういった色んな課題がたくさん見えております。それにつきましても、今、地域防災

計画の見直しの中で、その備蓄するもの、それから分散する場所、それから避難施設等、

色んなあらゆる部分で検討・見直しを、そういう形で進めて行きますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 次に、第９款教育費の質疑を行います。 

７番川村議員。 

○７番（川村義春君） １点だけお願いします。２０７ページ、１９節負担金補助及び

交付金閉校事業補助にかかわって、お尋ねをさせていただいたいと思います。 

２４年度は、榊町小学校が、長い歴史を閉じる事になり誠に残念でございます。昨年

は西円朱別小学校、姉別小学校、琵琶瀬小学校の３校が閉校をしております。そのうち

使途が決まっているようなのは、西円朱別小学校のみで、ここの場合は、特定非営利活

動法人ＮＰＯえんの森が使用するという事になっているようでございます。その他の校

舎の利用は、どのようになっているでしょうか。教育行政執行方針の１１ページに、浜

中町廃校施設利活用検討委員会において、議論を進めるこういう記述がございます。そ

の構成員と構成委員、支障がなければお知らせください。地元の関係者も、その構成員
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の中に入るのかどうか。 

それと併せて、教員住宅の活用も含めて、教員住宅についてはどうするのか。琵琶瀬

の保育所が今回閉じるという事で、その財産については、普通財産に所管換えをして、

町内の企業・団体・個人が利用するという場合については、その対応を考えるというよ

うなお答えをいただきました。こちらの場合は、どういうふうになるのか。お聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） ７番議員さんの質問にお答えいたします。 

まず１点目、閉校後の３校の教員住宅の活用につきましては、基本的には統合先とな

る学校の通学区域の中になりますので、統合先の教員住宅と基本的にはなります。ただ、

建築の年数が経過し、傷みの著しいものにつきましては、支障に耐えないものとなるの

で普通財産に戻して、教育財産からの所管換えを考えております。 

また、３校の閉校後の利活用につきまして、御質問がありましたけれども、今西円朱

別小学校につきましては、ＮＰＯ法人えんの森との協議の初期の段階であります。２校

の琵琶瀬小学校、姉別小学校の利活用につきましては、執行方針の中にも書かれたとお

り、利活用を検討委員会の中で検討しながら、今後の在り方を検討していくつもりでい

ますけれども、委員構成につきましては、議員おっしゃるとおり、地元の委員とかは入

っておりません。役場庁舎内の役場組織の係長以上１５名の委員で、委員会を構成して

います。 

○議長（波岡玄智君） 本日の会議時間は、議事の都合上あらかじめこれを延長いたし

ます。どうぞ。 

○管理課長（工藤吉治君） ３校閉校になる事に当りまして、昨年の１２月に、この３

校の利活用の事について検討委員会の会議を開きまして、１回目の検討を開いておりま

すので、御理解をお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○７番（川村義春君） 閉校後の教員住宅について先にお答えがありました。統合先の

教員の住宅に充てるということが、まず先決で、その後に建築で対応年数等が切れてい

る老朽化したものについては、教育財産から普通財産に切りかえるという事で、用途廃

止をするというような事になると思います。そんな事でお伺いをしました。 

それから、西円朱別小学校については、初期の段階だと、他については検討委員会で
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検討すると。検討委員会は、庁舎内の職員で構成する１５名というふうに聞きましたけ

れども、既に１２月の段階で１回目の検討会が開かれていると、どういう内容の検討が

されたのか。ここには、地元の意向というのは、やっぱり入るべきだと思うのですけれ

ども、地元の方の考え方を拾うというのは、どういう場面で拾う予定ですか。 

それと併せて、先ほど聞き洩らしましたけれども、今回の閉校事業補助の８０万円、

これの中身についても教えていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） １２月に開催いたしました、閉校利活用検討委員会の内容

につきましては、３校が閉校になるという事で、その利活用をどのような形で進めて良

いのか検討をいただいております。具体的な内容につきましては、道の駅等の意見が出

ていますけれども、この方向で行った方が良いという決定的な意見については、方向性

が定まっておりません。 

今後、地元の意向についてという事で、ご質問がありましたけれども、方向性につき

ましては、地元の意向も十分に加味しながら、また地元の自治会長を含めての話し合い

を持っていきたいと考えております。 

最後の方の予算の関係で質問がありましたけれども、今回の８０万円の予算につきま

しては、閉校にかかわる補助金３０万円、また榊町小学校に指定寄附が５０万円、昨年

ありました。この５０万円を活用しまして、榊町小学校の閉校記念碑を造る予算５０万

円の計８０万円で予算計上しておりますので、御理解お願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○７番（川村義春君） 校舎の利活用を検討したという事で、具体的には道の駅とかと

いうお話であります。西円朱別小学校については、NPO 法人が正式ではないけれども、

そちらの方向、これから琵琶瀬小学校、姉別小学校は、まだ検討が進んでいないという

ふうに思っていて良いのかなと思っています。これは早急に検討しなければ、奔幌戸小

学校のように何も使われないで、長年放置されて傷んでしまうという結果になりますか

ら、出来るだけ早く、町内の中で、勿論検討されるのでしょうし、それで地元の意向も

きちんと聞くと。地元の意向も聞いた上で、その案がなければ、町民全部に公募すると

か、あるいはネットを通じて、こんな事に使ったらどうだというお話、校舎自体を利用

したいという人も出てくる可能性もあります。是非、進めていただきたいと思いますが、

そんな考え方をお持ちであるのかどうか。その辺だけお答えください。 
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○議長（波岡玄智君） 教育長。 

○教育長（内村定之君） ただいまのご質問にお答えいたします。浜中町廃校施設利活

用検討委員会設置要綱という要綱がありまして、その構成メンバーに副町長、それから

私以下、所管の管理課長、管理課主幹、あとは各部署の係長を一応配置しております。 

このメンバーで、シンクタンク的に何か良いアイデアがないかという事で、昨年１２

月の末に、先ほどの３校の他にも奔幌戸、貰人、第三の６校、榊町がその後１校加わっ

て７校にもなります。これは喫緊の課題で、早急に利活用についても検討しなければな

らないと、議員さんおっしゃるとおり地域の声も聞くべきだという、確かに構成メンバ

ーの中にも、そういう意見がありました。 

ただ、この利活用検討委員会の要綱で、まず、このメンバーで色んな情報を集めよう

と、それで地域にかかわりを持つ、あるいは職制の中で、どういったアイデアがあるか

という、それを多方面に色んなアイデアを出して、そして情報を集めようと。それにこ

の１５人のメンバーがしっかり関わってやっていこうという事で、今やっています。 

ですから改めて、地域からメンバーを招集して意見をいただくだとか、そういった事

は考えておりません。今、この１５人のメンバーで何とか色んな情報をアンテナを張り

巡らせて、とにかく情報を集めよと。そして年度新しくなりましたら、また再度、この

関係について、もう一度検討委員会を持ちたいと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。 

 

◎延会の議決 

 

○議長（波岡玄智君） 諮りします。 

本日の会議はこれで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎延会宣告 

 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 
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本日はこれで延会します。 

（延会 午後 ５時１１分） 
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